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説労
働
法
と
そ
の
周
沼
（ 

） 

賃
会
の
～

r－4
我
と
け
て
の
臼
内
ホ

現
行
法
令
に
み
る
賃
金
の
～
曇
霧

労
働
基
準
伝

典

震

一
条
は
、
同
伝
に
い
よ

1
2金

J

デ
次
の
よ
二

J

に
定
義
し
て
い
る
〈
「
こ
一
り
法
作
で
賃
金
と
は
、
只
金
、

リ
ユ
与
そ
の
他
%
以
称
の
如
付
寸
一
交
問
わ
ず
、
労
働
の
は
附
問
、
r
J
）
て
使
い
川
！
汗
ー
が
vカ
銭
円
升
に
支
払
h

っ
す
べ
て
の
之
、
の
を
い
う
」
〉

同
趣
旨
の
規
ど
は
、
京
亡
庁
保
険
決
同
条
阿
南
刷
、
お
t

仏
び
労
憶
保
険
没
収
法
一
労
鈎
保
険
の
保
険
料
の
掛
パ
一
M
l
m
u
に
関
ふ
2
0法
律
）

の
支
払
の
確
似
等
に
問
一
；
る
法
律

条

項

1
弘
、
労
働

三ミ

項
に
1
d
J
品

条

ジコ
ニ与

ζLむ

tJ 
つ
民
を主主
｜五1
j 口

勺

かお
＂」人

て賃
！ 今？
" = 

＂＇・＇・えο ；Ji、
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u' 

犬
小
南
法

労
般
の
対
償
と

L
て
、
住
川
者
が
労
般
若
に
支
払
戸
つ
も
り

ょ
う
仕
考
、
t
r刀
叶
一
体
は
必
ず
し
も
珪
併
で
き
な
、
わ
け
で
は
な
い
が

さ
れ
る
こ
と
J
な
る
貸
主
も
多
レ
ι

日
月

V8Lr 

手

実
際
の
け
は
ム
μ
の
適
川
用
に

ψ
Jー
っ
て
は

名
称
の
い
か
む
か
一
同
わ
ず
す
べ
て
賃
金
に
へ
門
氏
る
u

こ
の

そ
h

」
か
ら
さ
ら
に
除
外
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r日

た
と
え
ば
、
食
I
J
は
そ
の
輿
刊
と
い
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
回
頭
に
列
挙
、
〆
千
人
法
伴
も
、
こ
の
多
く
が
少
な
く
と
も
省
令
ン
ベ
ル
で

（ま

一
一
か
月
ま
ナ
ん
は
か
円
け
を
お
え
る
期
利
ご
と
に
支
払
わ
れ
る
賃
令
と
し
て
、
と
れ
を
怜
時

Y
Y

一j
b
f

J、
円問

仲
れ
い
礎
乙
な
る
白
人
小
～
か
ら
除
併
す
る
行
の
川
胤
｛
む
を
設
け
て
い
る
。

司
法
姉
行
規
則

つ
ま
れ
、
労
俄
基
浄
作

条
悶
周
（

主3

2えれ？と

号

rmJU四
賃
金
二

へM
H
へ1）

一
雇
用
保
険
法
じ
条
法

日ム鋲）

お
よ

U
h恥
ぼ
百
合
法
施
行
国
別
一
条
損

人
、
ー
か
に
、
賞
ワ
と
い
え
ど
も
、
賃
〈
す
で
あ
る
以
】
一
以
、
一
草
川
保
険
や
労
災
保
険
｛
（
労
働
保
険
、
）

の
保
険
料
徴
収
を
免
れ
る
日
｝
し
〈
は

ヘ
う

w

〈
し
カ
し
、
、
」
の
よ
う
J7
平
清
は
、
仕
込
－
報
酬
な
レ
し
山
市
平
I

賞
一
寸
と
レ
可
考
え
方
乞
深
川
「
る

ん
で
、
部
酬
と
食
う
士
魂
絡
に

区
別
す
る
地
康
保
演
や

f

任
会
保
没
）

に
お
い
て
も
、

基
本
的
に
異
な
ら
な
い
こ
と
に
V
1許
に
す
る
必
安
が
め
る

つ
ま
り
、
報
酬
L

つ
い
て
は

山市給、

T
当
、
骨
H
h
J
そ
の
他
い
か
た
る
J

心
作
て
ゐ
る
か
を
同
わ
ず
、
労
働
者
が
、
完

簡
の
い
丸
信
と
し
て
受
け
る
す
べ
ν

、
の
も
の
な
い
う
わ
一
た
だ
し
、

協
片
山
ハ
ヨ
け
る
ら
の
及
び
一
月
を
組
、
三
る
期
間
ご
と
に
受
け
る
も
の
は
、

こ
の
際
り
で
な
い
」
と
こ
れ
を
｛
t

応
援
し
つ
つ
、
…
一
l

J

に
つ
い
て
も

ギ合

俸
給
、
下
中
f
、
会
H
J
そ
の
他
い
、
引
な
る
2

治
体
で
あ

る
か

Jr問
わ
ず
、
労
協
や
イ
が
労
働
の
対
償
と
、

Jて
受
け
る
す
べ
て
の
、
も
の
の
ム
弘
、
一
片
を
超
え
る
苅
阿
ご
と
に
受
け
る
ち
の
を
い

項
ヂ
ロ
ハ
：
悶
u勺）

ノ
」

（
健
康
保
険
法
一
条
五
項
・
～
項
、
厚
’
一
午
全
保
険
法
三
条

」
乙
に
よ
り
、
そ
の
双
ト
刀
か
ら
保

険
料
を
掛
川
以
ず
る
（
健
崇
保
険
法
万
一
ハ
条
一
度
、
厚
生
年
九
叶
保
険
法
八
条
一

ロ
吐
ム
六
似
険
，
v
法
三
は
、
市
に
さ
？
〆
た
手
作

が
採
ら
れ
て
い
る
に
す
ノ
ぎ
な
い
の
と
為
る
。

7
h
v
h川、れ、

保
険
料
の
取
り
は
〈
れ
と
い
っ
た
事
能
川
！
な
防

d
ず
る
f
八
い
の
に
？
、
句
、
賃
金
や
ほ
州
関
心
’
盃
執
は
守
山
け
し
札
ば
z
山
い
一
は
ど
よ
い

U

そ
う
斗
法
者
は
考
え
ア
に
逮
J

な
い
。

与
に
、
「
口
頭
に
み
た
労
働
比
一
準
法

品
本
に
よ
る
が
貝
ふ
T
4
0
t
w
h
ま仇
J
U
口
、
て
の
J
h
出
山
ん
を
た
ど
れ

J

江、

万
働
者
保
一
援
を
念
品
仰
山
に
同
L
た
も
の
で
は
必
ず
ー
も
な
か
っ
た
乙
そ
れ
？
ゆ
と
あ
る
た
ボ
ペ
ー
な
の
で
島
司
令

川

H
U心

l取人法》l自（） 0 2) ':" [2υ1什日、



賃
金
絞
制
令
と
労
俄
首
相
準
法

在
i

↓

L

は
｝
ノ
ば
ー
之
い
市
内
扶
に
よ
っ
こ
っ
く
り
、
れ
る
。
労
時
叫
廿
民
所
十
叫
に
り
に
め
る
賃
ふ
…
の
定
義
が
、
九
に
4
2
1
L
Z
J
に
き
わ
め
に
丸
一
町
的
な

も
の
乙
な
っ
た
の
も
、
「
労
楠
山
菜
市
川
広
古
制
定
則
行
さ
れ
る
以
前
に
、
第
二
次
大
戦
前
か
と
り
が
出
で
施
ノ
イ
い
さ
れ
た
出
（
氷
山
川
町
拍
動
員
法
の

付
属
幼
令
心
賃
金
統
計
令
の
協
行
誠
一
則
を
畑
山
中
し
て
、
h
J

布
が
、
そ
の
ま
ま
労
働
ぷ
咋
法
の
汁
入
1

止の川尻山正
L
V
↑披ゥ

と
J

う
何
枚
J
／一

皆同日一日小
ζ

し
ず
に
い
ト

ご
こ

ι
レトつ
J
H
H
金
統
制
ハ
J

と
は
、
前
町
一
一
利

山
午
心
月
一
！
ハ
日
に
効
今
応
ー
ハ

1rhtt7f－
し
て
公
布
さ
れ
、
日
当
一

へJ
日
か
ら
施
行
を

み
た
第
一
次
賃
金
統
制
令
一
ゼ
出
却
す
乙

Z
I
－
の
、
山
年
、
日
山
科
一
河
可
に
制
泌
さ
、
れ
た
第
一
次
賃
金
統
制
令
に
お
い
て
は
、
む
の
、
半
た
る
判
的

の
一
公
！
ぺ
止
に
丸
う
た
へ
I
玄
ち
こ
と
か
ら
、
絞
制
の
対
象
と
な
る
賃
へ
V
C
給
凶
も
、
以
下
の
規
定

r

が
ー
未
収
何
時
帆
労
働
訴
ノ
初
給
笠
合

み
る
よ
う
に
限
定
さ
れ
に
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
へ
す
ほ
わ
ち
、
貸
手
や
一
広
く
制
緩
的
伝
も
（
り
と
し
て
定
義
す
る
必
剛
丈
を
み
な
か
ヮ

二
の
で
あ
る

d

賃
金
統
制
令

h

昭
和
一
四
年
一
一
一
月
一
一
二
回
転
令
第
一
二
八
号
）

ノ偽決と干の司辺＼＿）

世
帯
＝
一
丸
木

《
ム
ロ
こ
い
い
テ
賃
金

l
祢
ス
ル
ハ
労
働
ア
＼
刀
労
務
ノ
対
治
ト
シ
ア
守
系
十
二
ゴ
ー
受
ク
ル
給
与
七
円
ノ
他
ノ
利
お
い
ヲ
調
印
ワ

バネ

に】ノ

話
ん
す
ノ
総
出
及
許
制
ニ
問
、
ン
手
ハ
ハ
命
令
ヲ
以
一
「
之
7｛
也
ム

' 

賃
余
統
制
令
施
行
規
則
（
昭
和
一
同
年
四
月
一

O
B一
一
厚
生
省
令
第
五
口
市
）

時
間
開
一

ι木

賃
金
統
訓
告
（
同
町
）
治
：
一
条
第

1
、
ノ
賃
金
ノ
範
出
ハ
常
時
ゾ
ヘ
ハ
定
以
＼
父
ク
ル
給
守
立
〈
ノ
池
ノ
叫
刊
弁

f
一人
h

ん一一ン

L一二？，

グ
ル
ふ
ノ
ヲ
除
ク

一
月
日
7
W二
ル
熊
椛
勾
二
支
給
ス
ル
官
、
h
J
又
ハ
ア
当
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r日

で浦一一助手当一

作
持
ニ
同
ス
ル
利
い
か
又
ハ
、
什
毛
利
ニ
シ
テ
宵
ιγ
…
ノ
傾

↑－
H
影
山
川
背
ず
し
ヤ
モ
ノ

J、
円問

~ 
l;-'.) 

日待

し
か
し
、
町
市

九
人
賃
金
統
期
叫
ん
υが
地
ノ
七
さ
れ
マ
、
間
も
な
く
、

一h

－
、
欧
州
政
乱
）

λ
リ
H
H
A

、rb
／

？

？

7ト
ゆ
イ
ウ
ザ
ノ

T
I
k
l
f

川
山
庁
九
万
に
は
第
二
次
U
界
大
戦

l:(j 
祁

こ
と
か
ら
、
物
悩
が
志
さ
に
よ
り
1n
同
携
し
、

J

ス
一
前
川
は
一
店
で
L
J
ι
片
時
ホ
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
c

そ
U
結
果
、
制
1
4
一
ゲ
↓
み
た
も
の
が
、
川
町
布
市
一
作
九
万
一
一
八
日
時
↑
刀
の
木
市
で
特
例
討
の
凍
結
を
同
る
こ
と
を
円
於
と
し
た
川
川
上
引
の

約
／；、

人

U
公
布
、
同
月

つ
L
A
止
ま
れ
C
い

そ
し
て
、
民
令
む
性
情
」
、
リ
ム
、
一
に
ど
め
る
賃
金
の
定
義
戸
一
本
h
J

は

い
ず
れ
も
む
和

月

。
日
施
行

J

で
あ
り
、
以
F
（
山
♂
よ
う
な
ど
め
宮
間
〈
安
全
有
時
引
責
今

出

も
、
こ
C台八

－
L
之

、

ソ

／

入
J
J

一

J

コ
？
l

i

で
／
l

u

必
此
治
的
に
綿
将
的
な
も
の
と
之
、

3
Jる
か
ら
畑
作
な
か
っ
た
り
L

あ
る
。

賃
金
臨
時
措
置
令
〈
昭
和
一
四
年
一

O
月
一
八
日
教
令
第

2
0
五一一方）

世
帯
＝
一
丸
木

《
ム
ロ
こ
い
い
テ
賃
金
l
祢
ス
ル
ハ
賃
今
、
給
料
、
：
当
、
賞
与
J
E（
，
仙
川
名
祢
ノ
如
何
ヲ
問
ハ
ズ
東
悼
文
ガ
労
働
ノ
対
山
一
ト
v

ア
ぇ
八
町
ス
凡
会
談
、
物
M

尚
一
ノ
他
ノ
利
パ
巧
謂
y

（号、
口

本
人
い
二
於
一
三
キ
ド
給
ト
祢
ス
ル
ハ
公
開
式
会
制
一
於
ケ
ル
心
積
約
え
川
百
貨
賃
金
制
一
一
以
ケ
ル
保
干
し
片
山
川
持
ハ
尚
付
時
判
的
ヲ
謂

ピ
賃
金
主
準
1
称
ス
ル
ハ
ヱ
史
励
加
給
、
手
当
、
長
物
給
与
右
ハ
命
令
ヲ
以
一
フ
定
ム
ル
賞
与
川
品
川
肝
ノ
wHリ
ノ
呆
押
V
人
ハ
請
負
託
金
制

二
川
川
ハ
う
ル
詰
μ
h
h
v
宇
一
価
、
請
負
時
間

恥
併
合
若
ハ
NH定
寸
法
7

商
フ

第
四
丸
木

ハ
位
、
ノ
一
一
惰
ス
ル
労
務
者
ノ
九
部
r人ハ

一
部
ノ
貨
令
ヲ
引

事
業
ノ
為
一
九
ん
務
者
ヲ
庭
向
ス
ル
者
戸
以
下
足
筒
、
i
L
n
応
ス
）
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し
し
グ
ル
い
的
白
山
テ
昭
和

i
川

4
九
H
t
i
一八ヨ

（
以
下
お
定
期
i
ト
み
p

へ〉

f

某
人
江
市
巧
変
更
p

ヘ
ル
コ
ト
ワ
山
口
ズ

（号、
口

原
備
ョ

41令
施
行
f
b
伸
文
ノ
一
一
備
ス
ル
労
務
者
ノ
合
的
又
ハ
お
ノ
貸
与
ヲ
引
l
グ
ル
日
的
弓
以
フ
指
｛
一
一
嬬
E
P
草
川
本
給
守
安
更

シ
タ
パ
場
合
ニ
於
一
ア
ハ
変
民
、
ン
タ
パ
基
本
給
一

一z
支
給
ス
ル
コ
ト
ヲ
ね
ズ

行い
、ツ

日許

時
間
開
五

ι木

舟
f
t山
市
日
絞
一
喜
一
人
ル
ル
労
務
者
一
一
吋
一
プ
ハ
其
ノ
一
一
人
ノ
際
ノ
山
本
給
ァ
以
一
ア
指
定
期
川
ノ
基
本
給
1
看
倣
一
人

第
九
条

区
恰
主
八
日
ハ
ノ
ロ
担
問
ス
ル
労
務
者
ノ
～
部
又
ハ
部
ノ
立
〈
ぃ
L
7
引
L

グ
ル
判
釣
写
ノ
以
テ
指
ど
山
明
日
ノ
賃
金
草
川
常
ヲ
変
見
ス

ル
コ
f

品
' j’i ＼ノ

一
宗
一
館
主
半
令
指
行
前
日
比
ノ
濯
協
ス
ル
労
務
者
／
全
市
又
ハ
一
部
ノ
笠
人
ム
ヲ
引
（
グ
九
日
約
ヲ
以
マ
指
定
期
日
ノ
安
全
本
準
ヲ
変

吏

γ
タ
ル
場
合
一
於
一
一
ノ
ハ
変
更
ン
タ
ル
貸
主
基
J
L
一
依
り
行
司
令
ヲ
支
給
ス
ル
コ
L

（ヨ〕

，告

第
十
八
条

ぽ
龍
王
第
一
条
弟
子
が
、
ノ
規
定
一
依
り
命
〈
い
ロ
ノ
以
一
三
千
』
ル
一
持
一
員
J

一
一
問
問
、
ン
説
／
干
支
給
亡
サ
り
ン
叫
吋
刻
一
一
ゾ
ん

ト
ス
ル
ト
キ
J
A
ハ
瓦
ノ
会
与
場
u
，F
川
J

ヰ
同
期
二
又
給
ン
タ
ル
会
片
1
J

ノ
也
号
ふ
ヨ
リ
増
征
ン
テ
之
ヲ

J

ト
ス
ル
ト
キ
ハ
ム
叩
令

ノ

ム
ル
所
二
依
リ
地
方
長
官
ノ
弁
可
ヲ
受
ク
ベ
ン

ノ偽決と干の司辺＼＿）

バネ

に】ノ

@ 

日持

／、

ノ

賃
金
臨
時
措
遺
令
施
行
渡
則
（
昭
和
一
四
年
一

C
月
一
九
日
厚
生
省
令
第
三
匹
弓
）

諮問＝一

ι宋

令
弟
子
一
条
第
一
試
－
川
町
一
一
／
命
令
ヲ
以

ル
賞
1
1
J

ト
ハ
一
一
口
ん
と
ノ
四
回
ユ
ル
封
筒
’
円
山
一
－
支
給
ス
ル
ャ
戸
、
リ
f
ス

／ 
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r日

そ
の
九
段
、
笠
会
臨
時
舵
川
百
円
八
μ
は
「
ぷ
ム
ロ
ハ
附
利
t
i
i午
十
月
十
九

i
存
立
ノ
効
力
向
ノ
有
ス
と
ど
ん
附
則
続
二
唄
の
胤
定
y
h
h

り
ピ

J、
円問

汁
日
を
も
コ
で
矢
効

L
、
こ
の
賃
金
時
的
行
賢
人
ア
ニ
第
次
賃
金
統
制
人
一
ア
こ
を
登
域
統
合
す
る
こ
と
に
け
り
、
第
一
次
賃
金
統
制
令
が

一
刊

M
」

制
定
を
み
る
」
、
こ
に
な
る
。

L
か

L

弟
二
次
賃
金
付
司
令
に
お
い
と
は
、
指
定
期
円
に
お
付
る
賃
金
の
凍
結
と
い
っ
こ

F
法
は
も
は
や
↑
ぶ
用
さ
札
15
、
こ
れ
汁

九
九
え
一
に
ふ
高
賃
金
や
賃
金
総
部
の
出
限
ピ
却
す
る
規
定

J

お
設
け
ら
れ
る
と
こ
も
に
、
労
務
者
の
佐
川
の
安
定
や
凶
る
川
J

の
校
」
H
1
h
f
h
、

最
低
賃
令
に
パ
い
、
も
日
川
判
紘
一
い
定
、
必
伊
置
か
、
れ
る
ご
と
に
云

J
J

た
υ

他
方
、
第
次
賃
金
税
制
へ
J

は
、
賃
令
の

に
つ
レ
て
は
百
八
J

臨
時
折
何
人
ι
の
そ
れ
十
一
踏
漣
し
〈
つ
も
、
そ
の
多
一
以
胤
戸
内
一
五

o,, 
t、，,, 
＂~ 

iν

、ゐ

↓
4

刀

い
｝

1
y

一hL九
九

日
U

つ
わ
ん

般
的
た
も
｛
心
了
セ
に
と
ど
ま
る

の
賃
金
に
つ
い
て
校
行
規
引
で
除
外
ぃ
H

U
が
設

v
u
hる）

山
…
も
、
辻
t
N
ぃ
手
れ
て
よ
い
）

つ
ま
り
、

U
hー
の
引
用
規
乏
合
一
設
す
）
竺
に
け
で
も
わ
か
る
上
う
に
、
綱
川
和
的
な
｛
疋
夜
規
定
は
事
実
ー
そ
の

立
一
一
怖
を
止
へ
っ
た
り
で
あ
る
わ

賃
金
統
制
令

h

昭
和
一
五
年
一

O
月
一
六
日
穀
令
第
六

Z
五
号
）

世
帯
＝
一
丸
木

《
ム
ロ
こ
い
い
テ
賃
金

l
祢
ス
ル
ハ
賃
今
、
給
料
、
：
当
、
賞
与
J
E（
，
仙
川
名
祢
ァ
問
ハ
ズ
労
務
γ↓
－
マ
一
一
需
ス
バ
4
4

卜
早
知

土
ト
紘
υ

ス）

ガ
労
使
ノ
対
位
一
ト
シ
フ
支
ぬ
ス
ル
金
銭
、
物
注
（
ノ
他
ノ
利
心
ヲ
謂
y

（号、
口

阿
川
ガ
金
銭
川
M
M
J
I
ノ

法
令
ノ
八
千
部
ス
ハ

他
ノ
利
川
斗
J

ル
ト
千
ハ

づ
円
料
二
問
、
ン
必
H4仏
ト
ノ
ル
事
尽
ハ
日
中
牛
大
中
つ
之
ヲ

ir
正
ム

第
九
条

uw生
7
i
f
J
又
ノ
泊
万
長
谷
ハ
賃
金
安
員
、
以
ノ
意
口
紅
7

定
ノ
労
務
者
一
一
付
最
低
賃
金
マ
定
ム
ル

l
i
一プ（侍

一
存
一
日
間
ド
ハ
前
一
狽
ノ
最
低
賃
、
五
ノ
ど
ア
ル
労
泌
布
一
一
付
其
ノ
段
低
賃
令
ノ
絞
ヲ
ト
ル
質
金
ヲ
以
テ
之
ヲ
雇
傭
ス
ル
1

1

ヲロ
F
J

ス

l取人法》l自（）印刷，42[2υ1什日、



(3) 

2

引
用
、
ノ
公
金
ノ
範
回
ハ
命
令
ヲ
以
子
之
弓
宏
ム

世
帯
十
条

以
生
J
べ
寸
ー
は
又
ハ
泡
ト
刀
長
日
ハ
賃
金
f£
員
会
／
意
見
7
聴
キ
り
に
ノ
労
此
明
者
一
一
利
一
以
司
初
給
戸
金

川
山
川

J
l
n
l
U
ノロ
？
 

~ 
l;-'.) 

一
層
備
干
ハ
v
H
バ
ア
一
以
前
初
給
賃
金
ノ

4

心
ア
ル
労
務
省
一
一
じ
い
立
（
ノ
者
ノ
ロ
ザ
人
ノ
じ
コ
リ
命
令
ヲ
以

ル刊明司品一
H

ハノノぽ十一州知刊山町

話
会
ノ
山
知
ヲ
起
ー
ル
賃
金
ヲ
以
一
ア
之
ヲ
辰
偽
ス
ル
ゴ
ト
ヲ
一
…
侍
ズ

的
思
ノ
J
（
金
ノ
範
匹
川
市
ん
い
｝
ブ
江
一
f
之一
y
｛疋ム

第
十
一
条

ハ
一
止
八
位
又
川
猟
方
以

P

寸
］
ハ
賃
金
委
員
会
ノ
治
見

ど
ノ
労
r
持
者
一
一
日
投
高
賃
令
ヲ
｛
疋
ム
ル
ゴ
ヘ
ー
才
ノ
旬

一
存
一
日
間
ド
ハ
前
一
狽
ノ
H
J
品
質
、
五
ノ
ど
ア
ル
労
泌
布
一
一
付
其
ノ
段
高
賃
令
ノ
絞
ヲ
超
J

ル
村
問
金
ヲ
以
づ
之
↑
7

貯
何
人
ル
コ
ミ
フ
何
J

ズ

見
出
明
ノ
賃
金
ノ
釘
回
ノ
ん
叩
八
J

ヲ
以
一
↓
ノ
之
ヲ
｛
疋
ム

第
十
四
条

平
協
王
ハ
定
一
一
対
グ
ル
労
務
苫
以
外
／
労
務
省
二
い
対
ン
ム
印
ヘ
J
U
ブ
以
テ
｛
疋
ム
ル
期
間
一
支
払
フ
賃
金
ノ
主
年
目
万
一
尽
中
大
医

又
ハ
地
主
－

1
Hノ
定
ム
ル
w
i
均
時
間
割
笠
企
一
日
ハ
ノ
就
業
時
間
ノ

日
ノ
本
ン
γ
得
ク
ル
額
ノ
ム
円
J
ロ
ノ
超
コ
ル
ト
キ
ハ
命
ム

53以

ア
定
ム
パ
所
二
依
り
予
メ
批
十
M
l
A
B
f

認
可
ヲ
受
ク
ベ
ン

に
ノ
担
二
支
払
y
M主
主
い
い
い
お
γ
i
口氏
μ
ノ
認
可
ア
リ
タ
ル
そ
ノ

ノ偽決と干の司辺＼＿）

一
請
負
曲
活
又
ハ
詩
ね
に
な
口
及
笠
λ
な

M
R
U方
法
－
日
約
十
八
条
ノ
荒
に
一
校
リ
訟
吋
ア
汁
ノ
タ
ル
一
高
山
口
F

賃
金
制
二
松
ル
賃
令
ヲ
幻

フ
出
揃
ス
ル
ヰ
ノ

第
じ
条
ノ
規
之
二
依
J
認
可
F

h

ザ
ル
初
日
開
員
会
り
か
昇
給
ノ
規
程
一
依
1
ノ
問
手
ヘ
レ
又
二
弁
ノ
賀
会
ワ
増
ス
ベ
キ
平
一
ノ

川
科
l

↑
勺
二
川
市
山
グ
ル
モ
ノ
ノ
ゲ
ム
叩
ム
主
7

以

μ当

ル
モ
ノ

rm噴
ノ
賃
金
ノ
認
司
、
ド
均
時
制
川
内
白
人
ム
及
就
業
向
的
ニ
丸
、
ン
必
刊
で
ノ
凡
宇
一
日
ハ
九
町
人
口
了
ブ
比
一
一
ノ
之
ヲ
定
ム

第
十
九
条

以
止
ト
へ
巨
ハ
百
合
委
員
会
ノ
意
見
ヲ
源

1
1当
、
実
物
給
守
、
抗
日
え
よ
仙
時
ノ
給
守
ノ
樟
伊
説
、
r人
ハ
紘
一
一
由
民
ン
H
H令
統
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r日

制
上
必
川
五
十
ル
命
令
↑
ヴ
死
ス
ル
コ
ト
ヲ
符

J、
円問

輔
自
余
統
制
令
施
行
規
則
（
昭
和
一
五
年
一

O
月
一
九
日
一
車
生
省
令
第
四
六
号
）

第
九
条

ノ
わ
貝
九
千
ハ
I
江日一品川
Y
ノ
ル
エ
ノ
ヲ
ん
同
7
F
i
v
長
ノ
ト
ス

令
第
九
条
第
一
戸
ぽ

J[i 

H、

注

平
川
川
、
残
業
V
〈
ハ
深
夜
右
ハ
休
川
／
枕
菜
一
刻
ス
ル
歩
噌

十
六
物
給
ワ
川
、
ン
日
米
、
情
友
、
九
人
宰
及
住
い
れ
「
ノ
給
与
7
ぷ
ケ

賞ぃ
7

一
日
時
ノ
給
1
J

第
十
三
条

令
第
l
条
第

子治

fu悦
古
川
初
給
仕
〈
（
弘
法
技
能
l
－
条
第
二
一
以

ノ
ヲ
ん
じ
マ
什
ノ
九
そ
ノ
ト
之
、

ノ
官
会
ハ
た
一
一
川
判
グ
ル
ー
寸

' 、＂
月
ニ
付
当
該
労
務
者
ノ
仙
一
康
保
険
法
施
竹
久
μ
第
一
条
ノ
規
定
一
依
り
ん
む
ム
ル
仙
和
市
報
酬
リ
額
ノ
二
百
分
口
ノ
超

L
f
ル
村
勤

単
語
t

i

時
間
口
f

順
三
ル
LY
山
山
台
ハ
残
一
共
又
ハ

ハ
休
げ
ノ
fM奨
一
一
対
ス
ル
広
間
以

実
物
給
7
w
h
iい
い
米
、
清
元
、
食
事
及
日
比
ノ
給
与
ワ
除
ク

i日

4
日ト

7

干1

臨
時
ノ
給
U
卜

d

第
二
十
一
条

ム
リ
第
！
四
条
第
一
項
r

賃
金
総
額
ノ
制
限
｜
｜
l
H）

ノ
白
人
ム
ハ
左
一
一
掲
ク
ル
モ
ノ
ヲ
ヘ
凶
マ
ザ
ル
モ
ノ
ト
ス

実
物
給
与
旬
、
ン

9

日
米
、
権
交
、
食
事
及
川
一
ぷ
ノ
給
与
7
p
d今

l取人法》l自（）印刷，44[2υ1什日、



せ笠

" 'j 
臨
時
ノ
給
り

は
お
、
右
に
り
に
貨
ヘ
孟
臨
時
抗
置
令
店
、
賃
金
統
制
令
は
い
ず
れ
も
労
務
者
（
ブ
ル

i
カ一ノ

i
）
の
賃
金
を
規
制
刻
象
と
す
る
も
の
で

占
め
り
、
戦
門
司
λ

（
ホ
ワ
イ

f
カ
ラ

l
」

の
給
守
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
り
計
令
に
刻
i
U
一qJ
る
も
の
に
守
し
て
、
会
制
戦
員
給
与
陥
吋
日
置
ん
ド

（
こ
れ
と
ん
口
利
利
話
記
当
金
及
資
八
ぃ
w
融
通
〈
j

u
乞
整
理
統
合
し

f
）
会
社
経
河
川
枕
訓
ハ
ー
が
日
引
に
さ
れ
、
そ
こ
で
も
給
hr一
ι
っ
し
て

4
 

は
、
以
下
に
み
る
よ
う
に
包
括
位
以
宅
業
規
泌
が
青
か
れ
る
f
と
に
弓
二
人
c

戦
時
ト
の
わ
が
何
に
あ
っ
て
は
、
統
引
粁
ヱ
川
の
綱
刀
打
判

お
よ
び

3
3
L
i
J
3
7
E
コ
：
一
一
と
ミ
〉
？
一
、

F

4
パ
コ
レ
語
仰
ふ
戸
川
場

iyC一ト
Lr
レ
ぷ
？

dz－F
J
J

刃

J
1
c一

／＼  

会
社
職
員
給
与
議
噂
措
置
令
（
沼
和
一
四
年
一

O
月
一
八
日
勅
令
第
七

O
六
号
）

第
一
回
え
木

へ
ん
ロ
ニ
於
一
一
ノ

ー

ψ
」
、
汽
号
、
交
際
費
、
終
笥
費
立
（
ノ
他
主
称
ノ
如
何
口
ノ
問
ハ
式
会
作
品
刀

戦
い
ハ
ノ
牧
務
ノ
対
償
ト
ン

スルハマ比川一、

物
其
ノ
他
ノ
利
ぷ
ヲ
謂
ブ

ノ偽決と干の司辺＼＿）

会
社
経
理
統
制
令
〈
昭
和
一
五
年
一

O
月
一
六
日
勅
令
第
六
八

O
母）

本
青

第
写主

i
L
j
、i

、
i
i
J（
：
司
、
i

一、

二
も
J
d
hト

7
卜
利
一
人
ル
子
比
叡
針
判

手
当
、

E
U、
交
際
空
、

第
十
条

役
口
及
叶
汁
川
H
（
ぬ
円

T
ー
ー
ホ

管
廿
一
門
ノ
他
名
称
ノ
知
利
守
山
ハ
ズ
会
内
右
手
ん
は
同
一
又
ハ
往
円
リ
ハ
ノ
総
務
ノ
対
依
卜
〆
一
ブ
支
給
ス
ル

物
一
【
ハ
ノ
組
J

｝
ブ
調
ワ

川
小
ト
を
泌
す
る
に
、
労
働
長
準
決
が
賃
金
を
定
義
「
る
に
当
に
二

1
L

、
応
次
賃
金
統
引
〈
μ
を
給
め
乙
「
｝
白
球
山
ん
い
に
定
め
る
M
H
A
ψ

給
与
三
心
義
規

に
し
た
と
い
う
雫
宝
ん
そ
れ
白
体
に
つ
い
て
は
、
こ
、
れ
b
l

疑
う
人
心
地
か
な
レ
。
し
か
し
、
労
働
某
準
法
の
制
ど

機
所
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r日

に
M

笹川、
J

て
は
、

に
つ
い
て
の
み
定
義
規
に
主
置
き
、
民
会
に
閲
〕
て
は
い
主
持

2

リ
凶
設
会
に
法
案
が
提
出
さ
れ
る
直
前
士
で
、

山
川
｛
弘
を
川
台
ノ
、
、
」
と

い
な
か
ヮ
た
と
い
う
事
ヌ
も
あ
る
。

そ
れ
が
な
ぜ
急
転
直
下
、
げ
民
合
に
つ
い
て
も
り
必
義
規
定
を
設
け
る
こ
乙
に
な
っ
十
一
の
か
」
行
民
八
、
統
制
ん
い
の
施
ノ
打
湾
問
一
を
担
巾
し
た
者

J、
円問

占
め
っ
一
に
も
、
、
｝
の
諮
hv
に
悦
引
く
千
万
一
j
h
ま
て
は
担
て
此
h

L

て
く
れ
仕
い
。

が
労
働
苓
準
法
の
賃
金
同
期
定
の
作
成
に
も
河
わ
ゥ
た
；
い
う
光
に
み
f

j

f

r

l
ド
は
、
有
者
円
一
柑
ι問、弘明苅t
収仰を
vd別
ず
る
も
り
で
は

仁
川
件
ご
っ
ち
法
律
は
定
法
十
一
八
三
九
九
仁
件
）

一日川

村
問
金
に
ハ
い
ど
ど
義
し
に
4
2
J
山
川
！
止
は
、
【
h
議
に
み
た
例
ん
と
介
め
、
ご
く
少
数
に
う
い
v

工
戸
口
っ
て
レ
る
。
と
は
い
え
、

引l
成
二
ヰ
仁
月
一
日
現
在
、
賃
金
に
守
ほ
し
人
法
八
J

は
、
災
に

通
川
市
に
窮
し
た
と
い
う
誌
は
つ
い
ず
引
い
た
こ
J
が
な
い
…
ト
似
に
労
働
基
準
U
に
賃
金
の
｛
仁
義
鋭

i

M

M

J

そ
れ
で

b
l八
ん
や
っ
て
い
行
た
「
考
え
る
む
は
、

お
そ
ら
く
筆
者
だ
け
で
は
あ
る
ま
L

平
泊
賃
金
と
エ
場
法
施
行
令

引抗日
4
引いに
L
Y

っ
て
設
も
関
心
ゃ
あ
る
労
働
条
件
と
い
え
ば
、
れ
れ
ん
り
を
ふ
お
い
己
ほ
か
に
は
な
し
乙
、
〕
か
1

山、

hv
数
え
る
が
、

モ
ヘ
ノ
こ
J

：
F
1
1

7
i
σ
f
u
l
L
f
－ぶ

ど
う
と
っ
て
い
た

い
え
ノ
ベ
去
に
場
法
（
明
J
r
m
凶
山
守
一
月
二
九
日
い
法
律
済
同

A

ハ
号
〉
〕
で
公
如
、

k
一J
hん
け
九

H

げ
施
行
、
に

労
偽
共
h
法
心
2

別
j

身
上
〆
も

の二円けん引
J

午
」
仏

A
f
r
f

っ

1
1
1
j

『
J

「
紘
一
治
ワ
ス
パ
賃
金
ハ
げ
弔
問
笠
ヲ
以
一
7
r
h
t
月
回
以
上
之
一
ブ
支
払
ワ
ヘ
ン

し
助
法
施
行
人
l

「戦
i
ノ
恒
人
、
静
一
果
、
周
旋
ノ
伐
桁
及
従
の
こ
凶
ス
ル
事
項
ハ
勅
八

yブ
以
一
ア
ノ
ん
ヲ
｛
疋
ム
」
と
L
た

場

以

、－
v、他

方
、
丁
場
法
随
行
令
二

一
日

H
A仏
γ

い
～
つ
い
ず
に
川
叶
、

こ
れ
を
定
義
し
に
規
定
を
欠
い
て
い
た
が
、

一
一
擢
リ
又
ハ
化
L
ン
タ
ル
ー
キ
ハ
ド
ム
世
末
、

ιハ
制
令
ノ
む
ム
ル
所
一
依
リ
本
人
又
ハ
社
ハ

一
は
己
ノ
重
十
六

粂
に
、
う

ナ
ル
辺
牛
八
二
仏
ラ
ス
シ
一
「
’
業
務
？
ぃ
負
傷
、
／

カ司令も

ド
〕
条
を
そ
の
板
拠
d
l）
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ノ
選
抜
ヲ
扶
助
ス
ヘ
ン
と
〕
た
ー
場
法
口
氏
r今
、
受
け
、

十
弘
法
施
行
令
に
規
定
さ
れ
た
扶
助
料
に
つ
い
て
目
、
午
、
の
算
出

と
L

ヨペ
b
P
3
t
r
H
A

に
同
L
て
、
、
r
ー
の
よ
う
な
之
め
が
設
け
ら
れ
た
υ

」
れ
が
瓜
十
忙
で

u
q

「
巾
均
口
会

の
原
型
と
な
る
」

第
十
z
八
条

工
場
法
銭
行
令
（
大
正
五
年
八
月
一
一
一
日
勅
令
第
一
九
一
一
号

／ 

＼ノ

第
ハ
条
山
υ王
第
へ
粂
及
第
四
全
ノ
規
｛
疋
二
伎
ル
川
ハ
効
利
（
労
縦
ぷ
司
法
引
い
弓
休
業
引
慣
、
障
害
禄
催
、
湾
政
－
有
償

お
よ
ひ
ね
切
補
償
に
い
担
当
す
る
｜
｜
れ
）
算
出

ノ偽決と干の司辺＼＿）

世
帯
十
ち
条

ト
キ
ハ
枠
内
ノ
征
討
ハ
之
7
A
w
街
中
ニ
ヤ
出
仕
打
ス

円
リ
リ
斗
場

一
於
ケ
ル
私
ノ
扶
助
一
利
一
ブ
ハ
別
二
之
ム
ル
規
程

世
帯
二
十
条

一
γ
／
か
に
、

ス
ヘ
キ
賃
金
ハ
ト
午
ノ
各
サ
ノ
金
獄
、
ー
ス

ニ
依
リ
析
、
念
写
ノ
｛
七
ム
ル
場
ム
？
一
於
ナ
ハ
其
ノ
賃
金
ノ
印
私

日
夜
品
J

人
ハ
沈
業
時
間
一
依
り
立
余
月
ノ
定
ム
ル

一
一
公
一
↓
ノ
ハ
疾
病
ニ
ム
リ
ナ
ハ
診
断
】
拠
ル
死
病
ノ
日
マ
佐
平
γ
禿
病
ノ
日
明

プ
ブ
ト
ー
ル
ド
キ
ハ
診
断
副
七
日
ヲ
除
キ
負
場
又
ハ
則
死
二
在
り
一
ア
ハ
事
故
発
パ
マ
ノ
日
ヲ
昨
キ
其
ノ
前
就
業
一
卜
日
分
ノ
円
凡
人
ぃ
叶
ノ

市
i

均
ん
剣
山
ン
抗
業
一
十
ヨ
二
満
夕
立
庁
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
賃
金
ノ
午
均
額
ト
ス

サ
ノ
規
定
一
依
り
ア
金
額
三
賀
出
ス
ル
ー
ト
ロ
ノ
得
ナ
ル
場
入
品
川
三
川
町
一
ア
ハ
扶
助
波
別
（
l
業
王
は
そ
の
作
成
・
羽
出
義
務

を
白
川
え
ノ
ご
第
；
九
条
参
郎
、
日
）

一
於
テ
｛
疋
ム
ル
会
組
但
ン
扶
助
規
則
ニ
定
ナ
干
ト
ヰ
ハ
惜
し
ハ
ケ
一
ヌ
’
H
J）
ヲ
定
ム

ポ
守
、
第
一
号
又
川
第

バ
寸
ノ
規
U

一
依
リ
金
釘
7
合
出
ス
レ
場
ん
け
二
於
テ
一
煮
、
刀
食
事
U
A
ノ
他
ノ
給
与
J

上
場
法
焔
行
令
小
当
初
規
定
L
た
ー
乎
均
賃
金
i

の
憤
一
定
刀
法
は
、
労
働
茶
準
法
条
が
現
在
規
定
す
る
も
や
t
は

y
J
Z
hり
h

早
J
f
f
u
m
J
1

7
／

Y

A

 

川
公
刀
／
丸
山
呪
定
内
科
ζ
九
円
ほ
ほ
大
通
し
と
も
の
2
小
ゆ
る
一
人
仇
む
に
は
、
大
正
一
五
年
の
場
法
捻
行
令
改
正
ま
で
待
人

フ、

Jレ
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r日

長
け
れ

P

は
な
り
な
か
っ
た
c

J、
円問

や
｛ 立
り
記
憶

＆ う
る
抗

"" 古、,. 
〉々
る
J力’

使

者
＂＇ζ 宇：
門

店毒
｛点
{¥; 
険
，，、

f与
F手
＂、7は

j, 
U〕
ろベ
¥ 

茶
0~ 

' <J: 

る

給
れ
廿
栴
礎
E
相
L

ノ

て
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7

」か
1
ν

が
業
務
災
害
に
討
す
る
扶
助
料
の
算
1
1
基
準
こ

L
て
山
発
を
九
だ
と
い
司
、
，
て
も
そ
も
の
誕
パ
オ
の
経
緯
は

こ
’
れ
を
一
労
品
問
£
不
法
第
条
け
平
均
賃
金
に
相
当
す
る
縞
／
）
TJ
る』

ヘ
八
条
一
一
日
）
と
川
笠
記
し
た
り
は
な
ピ
古
n

そ
の
河
市
川
J

町、

二
有
し
た
経
緯
J
v
r
h
k
れ
は
、
納
得
が
い
：
、
と
い
う
も
の
で
為
市
う
n

tι
午
の
ム
場
法
肱
行
八
九
1

改
E
と
は
い
か
迂
る
も
の
で
丸
円
た
の
か
c

以
下
で
は
、
そ
の
改
正
位
の
涜
｝
崎
市
民
定
本
相

川付一

の
一
ア
！
？
と
関
わ
る
も
の
に
限
る
」
を
み
て
み
る
こ
と
に
し
」
う
〈

で
は
、
大
疋

＼
 r

、
工
場
法
施
行
令
（
大
正
一
五
年
六
月
七
日
勅
令
第
一
五
一
一
ロ
号
に
よ
る
改
正
後
の
も
の
）

第
十
六
条

扶
助
pu
及
葬
祭
〉
主
鳥
山
川
ノ
税
準
ト
ヌ
ヘ
キ
賃
金
ハ
f
庁
ノ
件
！
寸
ノ
全
日
制
ト
ス

川
判
l
仙
沼
康
録
料
問
注
一
一
依
ル
板
保
険
者
タ
ル
場
九
円

ア
ハ
同
法
一
ィ
ル
キ
円
（
ノ
広
告
二
日
立
L
メ
タ
ル
際
司
報
酬
ノ
ヨ
稲

粧
康
保
険
法
二
依
ル
被
保
険
者
タ
フ
サ
ル
場
合
二
於
フ
ハ
疾
何
一
存
リ
テ
二
一
r
即
断
一
拠
ル

ノ
ヨ
？
二
子
て

円
明
ナ
フ
み
ソ
ル
ト
キ
ハ
診
断
ド
ヒ
げ
ヲ
除
キ
、
れ
口
伝
又
ハ
山
坤
肝
f

存
リ
ブ
ハ
明
γ

依
品
川
仕
ノ
げ
ヲ
除
Lγuh
ハ
ノ
恥

、
賃
金
総
切
ゴ
ア

ル
場
台

一
一
月
明
、
雇
人
後
一
月
一
満
チ
行
ル
ト
1
ハ
芸
ノ
山
判
明
）

一
於
ケ
パ
賃
金
総
街

二
回
前
ノ
什
民
与
す
給
切
じ
以
前
）

｝
ブ
竹
内
ノ
期
山
ノ
日
数
ヲ
以
ア
除
、
ン
夕
刊
ル
会
領
ト
弘
ン
u
勺
ノ
金
釘
ハ
川
上
記
賃
ふ
…
総
傾
7
J
h
h
期
利
宇
二
於
－
r
賃
金
口
ノ
交
ケ
タ
ル

U
数
ヲ

川
川
可
除
シ
タ
ル
へ
孟
州
側
ノ
百
分
ノ
ハ
日
7

ド
ル
コ
！
？
i

フ、

rm境
弟
二
勺
一
一
部
｛
記
ス
ル
期
間
中
三
ぶ
ノ
各

5
ノ
一
一
一
ー
な
J
、
ル
用
問
7
ル
ト
ヰ
ハ
叉
ノ
川
教
及
川
汁
ハ
ノ
期
間
二
於
ー
ケ
ル
貨
ん
ハ

前
日
〈
ノ
照
的
投
資
、
主
総
絞
ヨ
リ
之
ヲ
同
U
P
A
ス

ノ



主
務
l
白
円
作
問
、
ン
又
ハ
桜
巧
ニ
伊
リ
擦
養
ノ
為
休
ペ
索
、
／
タ
ル
期
嗣

ー生
v
仰
げ
入
ハ
所
後
ノ
f
礼
子
山
川
務
大
出
ノ

ル
所
二
依
J
休
刊
晶
子
ン
タ
ル
削
刑
判
刈

試
ノ
口
市
備
期
河

μ当

業
主
ノ
都
合
一
佼
リ
識
臨
町
二
休
業
、
ン
タ
ル
期
尚

品市

哨引第

μ
勺
ノ
賃
金
利
計
額
二
ハ
賞
ワ
ィ
人
ハ
臨
時
二
し
人
給
ヒ
ソ
ル
リ
九
二
ド
J

当
一
ン
一
ア
内
務
大
zm
ノ
定
ム
凡
E
ノ
7
h叫
ん
同
セ
ス

剛
一
項
ノ
規
定
－
依
リ
扶
助
科
及
非
合
科
算
出
ノ

人
ヘ
か
賃
金
口
ソ
持
山
ス
ル
コ
ー
弓
作
リ
サ
ル
場
合
一
一
於
一
フ
ハ
ー
扶
助
規
烈

ノ
｛
む
ム
ル
一
局
二
枚
ル
川
一
、
ン
扶
札
制
ザ
川
ニ
ハ
以
L
J

主
「
ミ
ト
ハ
地
方
公
官
之
ヲ
む
ム

第
十
七
条

号
ノ
規
ど
一
依
リ
気
合
ヲ
ル
阜
市
ス
ル
場
内
ニ
於
テ
ド
主
主
r
力
食
事
其
ノ
佐
ノ
め
や
J

ヲ
常
時
主
約
ス
ル

F

削
条
第
一
度
第

キ
ハ
立
（
ノ
缶
炉
、
ハ
賃
金
小
一
一
之
ヲ
加
算
ス
組
、
ン
休
業
扶
助
料
ヲ
支
給
ス
ル
場
合
一
一
決
T
i
末
、
カ
食
事
H
（
ノ
位
ノ
給
7
ヲ
引
絞

斗
t
三
和
ス
ル
ト
キ
ハ
共
ノ
訓
額
ハ
休
刊
ふ
扶
助
£
討
川
ノ
仙
日
市
ト
ス
ヘ
キ
賃
金
斤
一
／
一
ヲ
加
位
け
で
ス

第
二
十
七
条
ノ
ニ

了
上
染
五
臓
i
ご
付
、
ン
J

＃
鵠
契
約
ヲ
限
除
七
ム
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
ハ
y
ク
ト
モ

i
問
川
川
一
一
見
ノ
↓
r
E
7
Aス
カ
イ
リ
人
ハ

口三
γ
l
阿
ゴ
ハ
刀
口
上
ノ
？
？
「
ヲ
支
給
ス
ル
コ
ト
ヲ
交
ス
侭
ン
ベ
災
事
変
二
基
キ
苧
世
主
ノ
緋
川
市
川
不
可
彪
卜
九
リ
タ
ル

－川川汁ノヴへハ

ノ偽決と干の司辺＼＿）

ム
ノ
京
三
府
ス
＼
午
山
サ
司
一
例
j
己
ム
つ
ト
ヲ
伴
サ
ル
場
合
ご
川
町
一
戸
日
用
地
契
約
一
ヲ
解
除
ぇ
ル
ト
干
ハ
兆
ノ
限
一
在
一

P

ノス

バネ

に】ノ

品
店
、
ノ
規
ρ～
一
依
ル
子
育
期
利
ノ
バ
皆
ノ

れ
一
「
ハ
十
比
一
括
ク
ル
問
問
問
ハ
ケ
ん
ブ
義
人
U
ス

来
務
l
負
傷
、
ン
又
ハ
疾
病
三
田
県
ノ
僚
義
ノ
為
休
業
ス
ル
矧
刈
伝
シ
ズ
ノ
問
問
調
引
税
1
J

月

ユ
ル
ト
L
P

二
【
一
寸
後
ノ
明
訓

ハ
砂
川
ノ
い
ハ
一
円
ラ
ス

ノ
』

I
7
1

虚
7

川
ソ
へ
ハ
比
依
ノ
久
子
刈
一
務
十
六
L
4
，f
ん
ム
ル
一
川
ニ
渋
川

F

休
業
ス
ル
期
間

来
ム
下
ノ
都
合
一
一
絞
リ
聡
臨
時
一
一
休
業
人
ル
即
断
州
市
、
ン
休
業
中
質
全
ヲ
受
フ
ル
ト
L
L

ハ
此
ノ
限
一
存
ソ
人
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r日

(3) 

「

wmh
十
地
方
長
官
ノ
前
川
ヲ
叉
ケ
ゲ

前
二
項
ノ
規
定
ハ
試
ノ
一
一
晴
朗
刷
同
ノ

ロ
ゾ
適
川
セ
ス
但
〉
一
俳
人
ノ
伎
十
凶
ヨ

ル
ト
キ
ハ
二
日
）
マ
お
ユ
ル
紋
ニ
村
一
プ
ハ
批
ノ
限
二
在
つ
ス

J、
円問

（正〉

MM

一
ハ
条
及
第
〕
条
ノ
同
心
ハ
ハ
州
知
町
、
ノ
質
合
二
、
第
八
条
ノ
規
定
（
地
方
長
官
に
よ
る
番
人
？
議
停
権
限
｜
｜
行
）

前
一
一
羽
ノ
場
合
一
一
シ
～
ヲ
準
川
市
ス

／、
、ノ

工
場
法
施
行
成
則
（
大
正
一
五
年
六
月
七
日
市
J務
省
令
第
二
ニ
ロ
寺
に
よ
る
改
正
後
の
も
の
）

第
十
四
条
／
一
一

に
場
法
旅
行
ヘ
リ
川
市
l
！
ハ
条
第
一
以
ノ
呪
寸
一
二
μ
依
リ
m
b
h
I
給
一
一
明
信
号
ノ
ロ
令
総
需
ニ
包
ム
パ
セ
ラ
レ
汁
ル
コ
一
ノ
f午

ノ
矧
ン

一
月
ヲ

dHZ
ル
期
間
旬
一
一
支
ト
川
ス
ル
官
、
f
J

在
日
T
E
l
l
f
J
I
J
H
J

？引一

p
d
l
J
J
R
1
2

ヌ
ル
ャ
ヨ
f
b
才
つ
人
ハ
ザ
［
ψ
I

Mm上
ム
ム
也

T
F
こ
ゴ
、
亡
、
ぷ

nuy
、｛
4
Fん
／
〆

J

t

ι

ィ
l
u
一
l
r

ι
い
う
一
円
安
二
三
川
上
い
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
同
令

ハ
札
九
の
店
三
い
労
協
基
準
法

二
一
冬
、
が
あ
る
h

y

と
は

A
E際
然
と
い
え
ゐ

（
別
表
参
院
）

一一（リ弘一九

方1

ま
た
、
労
山
知
基
準
法
の
場
〈
H
、
抑止一

J
J
5
J山

の
ほ
か
、
休
業
子
山
コ
｛
ハ
夕
方
、
午
、
必
拾
い
給
休
時
中
心
賃
金
（
一
九
条

J

A

政）

お
工
び
減
給
制
兵
一
り
（
九
条
－

の
規
定
に
お
い
て
も

「
均
賃
会
キ
ベ
ー
ス
ー
亡
す
る
き
え
ん
が
抹
川
付
さ
れ
た
こ
ζ

か
え
と
も
「
れ
ば
ご

の
叫
ど
の
ナ
ー
め
に
「
立
均
賃
金
」
の
ど
義

同
品
定
は
存
在
ず
る
；
考
え
β

ち
で
μ
め
る
が
、
本
ー
米
は
川
九
品
平
日
始
倍
、
次
効
利
お
よ
び
葬
祭
科
、

の
に
め
に
設
け
ら
し
札
た
定
義
を
仙
肘
し
た

に
す
J

〉
♂
な
い

上
場
法
焔
行
令

じ
条
ノ
第
四
尽
）
こ
も
い
え
る
の
て
あ
る
。

J 、
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｛
別
表
｝

労
働
基
準
高
一
二
条
ζ

改
正
後
の
工
場
法
施
行
令
一
六
条
ζ

の
対
応
関
係

士
場
法
服
行
令

作 1+
除；E
~Jl 0 
l~i 決

…
カ
働
基
準
法

ノ
～
ん
荒
川
二
「
弓

市－

guJ

一
一
羽
二
号

一
戸
一
昇
ザ

一
山
門
戸
弓

｛山一羽
γ

他
方
、
佐
康
保
険
法
「
人
正

九

条

項

サ

一

mJH一ツ

一
泊
け
で

巧
区
サ

一
頃
コ
サ

辺
へ
総
／
内
規
則
一
一
山
矢
ノ
二
）

ゥ

mM仙
札
A
R九6
W

一
年
刈

H
二
日
法
律
第
七

と
レ
可
と
、
そ
の
後
の
法
改
疋
す
い
計
一
二
現
在
は
業
務
外
の
保
険
、

事いい叫か
7
u
つ
ば
ら
そ
の
対
象
と
す
る
も
の
と
な

J

て
い
る
た
め

W
木
乱
刊
の
り
険
事
故
を
も
カ
バ
ー
す
る
も
の
で
あ
っ
え

民

11慌
の
j
j
l
i

場

U
施
わ
〈
J

一
人
条
一
用
引
ハ
U

規
乏
に
川
同
多
合
法
和
感
を

」
と
を
右
れ
て
は
な
、
り
な
し

制
定
当
時
心
池
康
保
倹
法
は
日
刊
f

む
と
は
叫
ハ
な
い
F

、

覚
え
る
向
き

bι
の
ろ
う
が
、

し之、、り

改
日

i
場
以
施
付
〈
μ
ば

坊
決
い
地
行
令
が
「
可
均
笠
〈
立
」
心
情
p
t
h
法
を
パ
）
ヨ
m
均
一
川

ノ偽決と干の司辺，＿：

改
め
た
の
て
粧
康
保
険
法
航
行
八
μ

建
康
保
険
法
と
同
時
に

pmr列
さ
れ
ャ

v
t
七
月
一
ヨ
施
行
、

2
い
λ

事
情
も
あ
り
、

十八十一

？
ハ
九
点
↓

μ
勺）

か
ら
一
か

HUυ

一
改
正
一
ハ
条
頃

号
）
ピ

大
京

t
f六
月
二
一
、
リ
ヨ
材
令
第
二
四
一
一
口
勺
）
が
任
問
川
知

の仏
4
T

（心打～は一川ピ

の
と
、

み
J

門
川
又
ハ
請
負
一
一
依
リ
報
翫
ァ
定
ム
ル
場
ム
ピ
一
於
一
ブ
ハ
原
砕
い
恨
当
y
崎
山
ノ
リ
山
一
月
司
二
受
う
タ
ル
鈎
ノ
九
分
ノ
こ

（

4
条
一
円
2

四
号
本
文
〆

J

灰
を
ιけ
わ
せ
る
も
の
で
あ
〉
ん
ご
」
こ
が
什
古
さ
れ
て
よ
い
υ

ζ

川
舟
そ
に
し
た

い
か
に
先
に
の
引
が
あ
る
エ
い
っ
て
も
、

示
｝
戸
、
、

7
7
 

八
Cι
小
川
小
ト

J

川
心
先
哀
を
い
つ
ま
で
も
維
持
し
続
け
る
f
乙
に
は
や
は
り
附
誌
が

て
y

ケ
え
ば
そ
う
l
ご
一
川
川
極
の
あ
る
規
定
心

,, 

"" " 円、M。

つ
に
、
仲
…
、
t
t

場
法
協
一
七
令

羽
二
日
戸
吾
川
を
引
き
椴
ぐ
形
で
、

六
条
一

村悶
A
ψ
U
絞
は
「
村
刷
、
金
が
、
町
一
ん
慨
し
た
け
若
し
く
は
時
慌
に
よ
っ
て
角
川
泌
さ
、
れ
、
又
は
山
来
高
払
制
そ
の
他
の
治
む
円
引
に
よ
っ
f
L
ど
め
ら

Eキ
トj
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r日

れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
笠
〈
立

の
期
間
々
に
、
労
協
し
た

i
数
で
除
、
ν
た
立
制
の
汗
分
の
？
？
ー

h
d
下
同
コ
て
は
な
ら
な
い

と
し
三
、
分
偽
必
附
法
二
条
頃
た
ー
に

J、
円問

の
｛
一
弘
め
一
が
あ
る
υ

こ
の
中
叫
ん
式
会
合
取
れ
保
障
』
仰
を
だ
の
た
規
去
は
、
げ
法
者
の
前
一
説
に
よ
れ
ば
「
同
一
常
の
場
台
稼
働
状
況
の
…
一
夜
J

も
思
い
手
主
に
於
て

も

箇

λ
や
JJっ
八
日
は
時
間
ノ
＼
／
）
一
〈
ふ
宗
管
を
桜
誠
に

ー」品川りヲ
h
u

寸
つ
汁

か
J
U
占
の
所
定
労
働
円
以
裂
が
少
な
く
と
も
人
川

－A
fあ
る
い
一

し
た
民
主
で
あ
っ
て
、
戸
一
の
某
砕
を
も
満
た

3
な
い
者
h
r
労
般
市
駄
に
N

牧
場
す
γ

句、」
h

つ
｝
主
主
れ
は
ポ
か
ら

M

畑山｛パトヨ明日コ
L

し
な
ム
hr
、ノド～、
y

」J
h
w
U
1
え
マ
匂
し

し
か
る
に
、
近
年
の
わ
が
出

ιお
い
て
は

一
か
月
の
所
定
労
働
け
款
が

過
の
所
定
、
方
働
川
山
裁
が

八
円
に
尚
之
云
レ
労
働
者

川
い
日
以
h
t

心
者
は
収
ト
パ
該
当
す
る

J

｝
も
決
し
て
珍
し
い
存
r

一
で
は
な
く
な
う
こ
お
り
、
こ
う
し
た
労
働
者
に
だ
し
て
む
の
に
だ
し
吉
を

三
の
ま
ま

V一
市
寸

Q
と
、
以
下
C
M活
ど
Q
＆
A
L
み
る
よ
う
に
、
情
一
極
J
T
5
1
f当
の
強
引

Mr均
的
な
月
収
を
十
八
き
く
一
一
ド
る
l
L

い
コ
P
J

子
矧
せ
心
事
慌
を
生
？
ぷ
J

ね
ー
ぷ
い
の
で
あ
る

P

Q 

週
の
所
，
に
労
偽
ヨ
数
が

i
、

の
労
働
若
手
一
解
肝
v
〕
～
」
場
合
に
お
け

［
給
一

n
m
H
宗
均
月
以
H
八
日
円
i
一
の
ワ
川
円
）

の
紙
は
い
く
ら
か

Jミ

へ
万
円
（
刀
円
×
（

γ
六
×
一
一
（
）

八
万
円
）

そ
れ
は
え
、
平
均
賃
金
の
算
定
方
法
を
変
、
く
る

二
百
万
円

vM’
A
パ
刀
鮫
川
数
hv

一ヘ
日
に
満
に
注
い
労
鍛
者
に
は
｝
だ
し
半
円
す
必
用

か
、
解
一
回
桂
子
向
子
中
j
J
い
と
平
均
賃
金
を
ベ
ー
ス

2
し
な
い
も
の
に
改
め
る

万
働
L
h
u叫
ん
口
に
支
弘
わ
れ
る
一
か
月
分
の
賃
金
本
中
I
怨
と
す
る
）
一
少
な
ぐ
と
も
そ
の
レ
ず
J

れ
か
の
丸
山
仰
し
が
、
今
後
必
安
に
な
る

L
な
J

己
円
」
／
明
記
「
る
）

、
ァ
れ
を
、
通
常
の
1
4

川
定
労
働
川
数

1f)x人法学lGO i2 lliJ 'o2 [2川什日、



と
い
っ
こ
乙
、
か
で
ふ
J
C
1
J

仏、
1ノ
C

臨
時
の
賃
金
と
賞
写

賞
H
J

ご
は
が
い
か
。
こ
う
宇
井
1
1
5
7ね
る
と
、
そ
心
事
ノ
く
は
協
同
日
賃
金
と
い
が
v

八
一
合
。
一
割
増
資
金
心
情
定
ぷ
堤
か
い
に
川
れ
さ
れ
る
賃
金

に
つ
い
r
J丸
め
る
労
般
長
不
法
一
一
ム
〕
条
h
－4
り
規
｛
疋
を
受
け
、
以
下
り
よ
う
に
｛
疋
め
る
同
法
随
行
規
則
二
一
条
各
与
の
な
か
か
ら
賞
ヲ

ロ一

に
該
当
す
る
も
の
を
注
ば
せ
て
も
、
』
号
と
答
え
る
リ

γパ
ー
か
多
数
を

vυ幻
る
r

も
ち
七
ん
正
解
は
む
ち
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
一
箇
月

を
怒
さ
忠
則
前
こ
と
に
支
払
わ
れ
る
賃
令

日目官、
h
J
に
当
と
る
ι

第
二
十
一
条

日
第
一

l
t
L
条
第
f
荒
川
の
妓
む
に
よ
っ
て
、
家
族
子
v
i
及
び
通
勤
手
当
の
ほ
か
、
次
に
絹
げ
る
賃
金
は
、

h
H
染
色
申

語
以
札
ひ
川
市
凶
お
の
剖
UH
出
ア
員
令

な
る
う
J

金
に
は
算
人
し
な
い
わ

別
早
川
子
当

子
州
民
救
仔
手
山
「
－

ノ偽決と干の司辺＼＿）

作～

t一切以－

i''i 

臨
時
に
支
払
わ
れ
た
賃
金

干［

百
円
を
店
え
る
期
制
一
」

t
r支
払
わ
れ
る
賃
金

他
方
、
し
ず
均
賃
金
に
つ
い
て
定
吟
る
労
働
民
洋
法
一

一
条
も
、
バ
ル
に
み
ん
ヘ

F

ふ
う
に
迎
（
法
で

陥
時
に
支
払
わ
れ
に
賃
金
改
び
て
一
泊
円
凡

を
怒
さ
忠
則
前
こ
と
に
支
払
わ
れ
る
賃
令

4

て
を
の
算
定
法
必
と
な
る
賃
〈
す
総
続
か
ら
除
外
ず
る
何
人
乞
河
J
疋
L
C
レ
る
－

γ均
H
H人「の

（！メ人民半、 Gi ＇ス17'4＂＇〔 2什liJ." : 



r日

叫んは、

1

こ
れ
を
同
一
件
む
す
く
さ
事
r汁
の
党
片
し
た
ヨ
以
崎
一
宮
月
耐
に
そ
の
、
労
偽
立
に
汁
、
）
支
払
わ
れ
た
ね
民
合
の

そ
の
期
刷

の
w
m
E於
で
除
1

）
た
公
約
」
が
原
則

rl
）
て
山
均
賃
金
の
…
削
ζ

な
る
こ
と
（
斤
（
上
ゃ
け
ん
）

か
ら
、
食
～

ι礎
か
ら
除
外
さ
れ
る
ん
山
一
ト
7
の

J、
円問

和
同
ー
も
「
笥
月
を
超
え
る
期
間
ご
ノ
ご
い
え
払
？
わ
れ
る
賞
会

ζ

な
る

J

ご
れ
を
「
笥
円
け
を
超
え
る
粉
河
」
乙
に
支
払
y

れ
い
れ
る
貨

金
」

九
J
h

是
ハ
主
、

：
司
、
fy

こ
こ
に
町
山
が
あ
る
こ
4
V
J
A
て
よ
い
ハ

、
」
の
よ
う
日
E
丸
山
叶
賃
金
中
川
ト
均
賃
金
ピ
吟
ず
る
法
人
情
の
ス
タ
J

ス
は
、
労
働
基
却
法
の
制
定
以
米

h
t
斗
件
川
に
変
わ
っ
て
い
な
い
と

、
ム
プ
」
ヘ

ν
n！

L
i
’
i
z
 同
法
心
施
行

一、犯布

年
九
月
一
日
旅
行
）
佼
し
ば
ら
く
の
間
以
、
敗
戦
直
筏
ー
と
い
当
こ
と
も
あ
っ
と
、
貨
品
川
心
支
弘

ド

ι

rw町
布

刈

7q）

状
況
に
も
か
芯
わ
の
泌
氏
が
み
ら
れ
た
乙
た
と
え
ば
、
労
叫
同
省

「
川
内
役
山
万
倒
粁
治
の
分
析

一
F
U
ム
F
P
J

；
1
i
v
k
 

完
全
形
也
、

次
心
よ
う
な
間
以
深
い
一
前
が
み
A
V

へ
以
ト
、
衣
を
へ
ru
め
版
文
心
ま
ま

τ

つ
い
て
一
兆
へ
た

ra全
の
士
人
仙
川
ん
尽
」
つ
い
て
限
後
の
立
金
ば
つ
の
お
慨
を
も
っ
て
い
る
つ
門
ど
れ
は
焔
時
一
の
宣
伝
が
相
当
刻
印
敢
に
f
r
A
給
さ
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
υ

急
上
許
す
る
賃
金
が
規
定
の
枠
内
で
ム
病
つ
、
｝
と
が
で
き
ず
、
内
町
一
問
、
追
幹
い
れ
山
人
般
貸
主
h
T
J

の
形
卜
人
で

と
よ
り

H
f
 

年
給
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
－
之
を
附
利
↓
二
4
1
と

一
年
に
つ
い
て
に
は
～
f
る
4
U
L
？
の
低
ト
畑
山
が
認
め
ら
れ
る
が
、
土
日
↓

乃
三
士
一
よ
日
戸
、

じ一

p
t
y

－－、

の
上
昇
、
川

J

不
可
避
ゼ
あ
る
と

J

て
き
ぞ
れ
日
’
臨
時
の
給
山
川
？
？
υ
て
す
～
的
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ

に
山
判
例
等
将
来
に
た
い

f
る
も
の
が
人
止
ま
れ
て
い
る
と
ζ

か
ら
、
日
万
俄
組
合
H
h
r
t
目
立
合
安
心
下
等
の
問
忍
が
川
明
治
円
、
〆
て
い
な
い
状
態

J
V
1

示

L
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
刀
か
ら
は
和
：
一
年
は
京
む
に
た
い
し
て
安
定
化
L
て
い
る
と
は
、
必
ず
ー
も
い
え
白
い
の
と
あ

る
u
y
ι

は

4
判
川
の
仁
灯
少
ー
が
ガ
ス
、
電
気
、
ル
小
走
業
及
び
交
述
内
ふ
に
つ
い
亡
は
川
日
に
も
か

臨
時
の
給
山
川
ハ
の
比
率
は
か

え
つ
ど
附
和
二
二
午
の
万
が
r
閉
じ
咋
に
較
べ
て
崎
凶

L
て
い
Q
H
」
と
に
よ
っ
亡
現
u
t
に
不
さ
れ
て
い
る
。
百
戸
、
の
限
時
の
給
氏
は
そ
の

ま
ま
で
時
給
関
に
移
っ
て
行
ぐ
も
の
で
は
な
レ
グ
、
定
時
給
興
宝
加
え
に
総
慌
に
つ
い
て
は
、

将
来
の
定
時
給
一
同
の
ム
山
燃
の
高
さ
を

1f)x人法学lGO i218J 'o4 [2川什日、



市
晶
｛
止
、
以
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
」
の
ヶ
か
ら
臨
叫
町
山
市
山
川
（
日
ふ
削
察
す
る
と
印

V

〕
亡
明
日
戸
川
で
伐
に
定
時
給
山
間
部
分
L
Y

な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
〉
従
コ
て
臨
時
給
民
ば
給
民
総
領
に
た
い

L
て
そ
の
討
作
川
口
身
は
小
さ
く
な
い
が
、

現
t
L
1

の
賃
ふ
一
の
上
昇
ギ
か

戸、J
M

肌
察
す
れ
ば
約
ヵ
月
間
の
什
民
与
す
凶
一
ぷ
川
市
分
に
相
J
寸
じ
て
い
る
も
の
た
乙
い
え
る

J

接持の給見の比窓

附

和

会そ

匝

三主E
S、

ノ偽決と干の司辺＼＿）

ま
た
、

ーテ兵－
Oj 

JO心

什 it
16 " 

lfiJ1 

つつ

?:J 

~ 

てて高°" 
I，凡、

l'.81 

RU  

14.ソ

3ワ

ノ
業士

1以）

2り2

18.9 

2コ。
つツ
内つ
］ υ 

方λ 電気

イ、 J三 業

WO「

ヌ7S

1日0

14,, 

ヮ。

"' ,j 
去
プャ

JOG 

,/ii 

「

お

幻

出

つつ

"' ' 

ヰ

フにj吐Jく：

i'.ll' 

:Z2G 

つつ 6

:ZU1 

〉ワ

フ、

叫

ニヱニ

I，＇て） 1[円相＇ij可抗日｜こよω

刻、

間

に
想
寸
る
、
J
1

官
一
胡
辻

一
一
行
九
月
一
じ
叫
ん
ー
茶
第

け
川
山
師
向
江
市
ふ
い
が
施
行
さ
れ
る

rv
／
一
〉
て
べ
北
小
ら
れ
L

ぺ
労
働
汁
式
市
法
の
施
行
に
問

rる
作

4
 

い
］
口
寸
）
が
、

」「

U
E
手

ょ
う
白
戦
伶
の
混
礼

L
Lに
状
況
J
V
一
反
映
し
た
も
の
と
い
っ
↑
に
よ
い
、

法
第
十
二
条
関
係

や
「
賞
リ
」
に
つ
い

L
次
の
よ
去
に
述
べ
る
の
へ
こ
の

臨
時
に
支
打
払
わ
れ
た
質
、
千
ん
ば
、
臨
時
的
、
突
党
前
半
出
に
も
と
ぜ
つ
い
て
支
弘
わ
ー
れ
た
も
の
、
及
び
結
始

T
当勾
J

Y
ん
給
条
件

1！メ人民半、ら（） Iス1814日〔2什liJ.u : 



r日

は
J
4
J

め
池
唯
，
公
L

れ
て
ゐ
る
力
、

に
党
止
「
る
4
の
を
y
一
ふ
こ
と

ν

支
給
手
引
け
の
山
八
角
川
が
不
確
，
心
で
あ
L

り、

円
非
常

竹
内
外
の
如
何
に
か
か
わ
い
つ
ず
、

右
に
一
品
当
7ν

な
い
も
の
は
、

臨
時
に
支
払
わ
れ
た
賃
金
と
は
み
な
き
な
い
い
：
／
｝
」

J、
円問

叶
J
A

ヘ
、
化
臼

ト

L

I

m

n

法
第
一
一

1
阻
完
関
係

賞
片
J

エ
は
、
定
取
又
は
陥
叫
に
、
似
剛
山
、
乙
L
f
J
V
術
者
の
勤
務
成
結
に
応
I
て
支
給
さ
れ
る
も
の
て
あ
コ
て
、
そ
の
L
K
Pい
初
級
が

、f
め
倍
む
さ
れ
て
ゐ
以
い
唱
も
の
を
F
U

ふ
こ
v
c
c

定
期
的
に
L
え
給
き
、
れ
、

の
支
給
績
が
絡
に
し
て
ゐ
る
も
の
は
、
名
称
心
如
何

tこ
'/J' 

、
こ
れ
か
み
日
い
す
J
は
J
F
な
さ
一
ぱ
レ
こ
と
－

f

ギ
コ

E

J
F
l
h
d

－
 

か
、
る
も
の

t
随
行
規
則
第
一
ヘ
長
に
該
当
L
ぽ
い
も
の
は
、
は
ね
弟

同一札木第

市
引
の
規
む
に
よ
り
旬
け
川
I
，人f
h
わ
れ
な

一γ
れ
川
村
な
ら
な
い
三
と

参
考
〕
労
働
塾
準
法
施
行
頬
則
八
条

内
諸
問
八

h
t
A

ぽ
第
二
ト
四
条
弟
子
ポ
但
半
日
〈
U

規
定
に
よ
る
陥
時
ι

支
払
わ
れ
る
賃
念
、
会
与
に
準
ず
る
も
の
は
次
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る

v

付
十
川

H
E超
え
る
期
間
の
出
勤
ぷ
結
に
よ
っ
f
L
J
A

給
さ
れ
る
沼
町
三
主
一

川
司
川
け
を
超
え
る
ん
止
問
判
の
継
続
配
心
的
に
対
し
て
支
給
3
れ
る
恥
続
手
当

筒
td
を
超
え
る
開
明
司
に
わ
た
ら
事
叶
に
も
民
っ
て
荷
H
J
心
さ
れ
る
将
人
励
日
結
止
は
ふ
百
十
学
子
、

こ
れ
を
読
む
と
、
ぽ
バ
ノ
と
祢
さ
れ
る
賃
金
の
な
か
に
も
、
当
時
は
定
時
給
守
【
月
例
給
与
）

に
近
い
も
の
か
か
な
り
〈
円
ま
れ
て
い
丈

こ
と
が
わ
カ
る
が
、

一段
ur
に
汁
す
る
一
戸
及
守
口
二
お
く
ま
で
も
労
働
集
準
法
一
川
条

る
持
月
ム
阿
川
M

l

村払い

は
付
条
二
項

1f)x人法学lGO i2 2け） '"" [2川什日、



応
則
）

L
r

の
関
係
に
と
ど
ま
ワ
て
い
た
こ
と
が
、

方
で
は
ぽ
い
ド
ド
卜
さ
れ
る
一

笥
け
主
た
は
一
一
汁
月
を
沼
え
る
ご
と
に
支
払
わ
れ
合
引
去

j

と
い
戸
、
浜
件
を
持
た
す
貸
与
に
つ
い
て
は
、
割
増
賃
金
や
山
均
日
殺
の

算
定
仲
魚
崎
か
り
除
外
き
れ
る
こ
こ
は
法
令
上
も
明
確
で
あ
り
、
解
釈
に
よ
コ
マ
工
一
れ
を
公
明
ん
す
る
余
地
は
そ
も
そ
も
な
い
υ

だ
と
ず
れ

w 
o;r: 
適
用
t力’

は警
r,:1長
ふE
1- －－，.リ

；長 1号
令は

λi' 
解＇.~
附〉

を、 ＂￥＇

''" Jcl T：貸
て 主

るij1: 
0 J1c_ 

一
J
T小出

以
一
、
心
よ
う
に
喧
べ
る
泣
か
ル

」
寸
一
一
月

八
日
終
収
掠
叫

そ
う
い
わ
さ
る
芸
品
川
な
パ
で
や
め
メ
ご
つ
り

事
案

次
に
掲
げ
る
沈
業
規
制
に
よ
り
立
余
を
支
払
っ
て
い
る

卜ん比約綴パ刊

d
Fめ
確
定
し
て
い
る
賞
L
J
b
y
割
，
官
桔
川
司
令
心
算
定
の
基
礎
と
な
る
賃
金
か
ら
除
外
し

1
い
る
が
、
ご
の
取
抜
い
如
何
c

ま
た
、
半
均
民
主
り
ん
与
定
に
つ
い
て
如
何
ι

年
俸
制
一

ι

均一川（
u
i一h

給
I
J
は
介
i

依
に
「
a

h

り
心
い
め
る
じ

ノ偽決と干の司辺，＿：

応
用
い
？
の
支
払
方
法
）

’山川（）仇十川

叫
火
山
～
き
れ
に
年
体
の

Y

A

パ
げ
の
了
uf＼
月
間
給
当
〆
、
し
て
工
給
一
コ
ノ
る
ロ

川
仏
々
心
さ
れ
た
ノ
リ
俸

t
i
を
ふ
分

L
て

、

六

月

と

月

に

R
り
と
1

J

て
え
給
寸
る
わ

フ

「，い恥ヲのリペ一ヘ刀）

能
。
条

社
八
月
け
（
心
給
与
の
バ
分
は
次
の
と
お
り
乙
す
る
。

］
J

基
本
給
（
’
f
俸
U

七
山
々
の

（！メ人民半、らii iス，，， 4に7〔2什liJ." : 



r日

晶
一
体
刀
工
当
↓

J
1

ニ

J、
円問

（4
－
言
う
（
T
俸
の
十
己
分
の
二
a

f

判
×
年

凶

一
、
何
噌
賃
金

μ
明

C
条

業
務
の
布
告
に
ぷ
り
所
定
の
就
業
時
間
又
は
休
日
に
勤
務
し
た
場
合
に
、
時
的
れ
子
ψ
！
日
体
は
出
勤
子
中
プ
ゼ
L

去
の
、
、

お
h
り＋，ぬい加いりる
c

（］
J

基
般
向
飢

一
時
間
当
七
わ
り
某
泌
総
は
、

次
の
ち
は
に
よ
り
算
！
ぺ
止
す
る
わ

基
本
給
一
一
十
J
C時
間
／
月
（
戸
い
よ
泊
沼
r
v
H

以
卜
、
崎
市

日
凡
I
↑J

ι

均一川（
u
i一h

実
I
J
は
介

i

月

i
よ
り
当
年
凶
月
末

i
ま
で
一
及
び
；
一
い
け

問
、
六
月
J

支
給
斗
象
期
間
一
前
年

i

わ
ふ
判
刈
同
吟
川
ヨ
午
斗
月
一
日
よ
り
内
ヰ
e

i

月
十
九
百
ま

に
支
給
r
7
9
v

2 

川下じ
7
は
支
給
対
象
期
間
の
在
籍
者
に
支
払
11
るコ

3 

日持
当
局
毘
解

er: 

向
噌
賃
金
心
持
｛
止
に
つ
い
て

r

労
働
革
派
法
第
＝

1
L〕粂）

割
地
口
、
金
の
某
践
と
な
る
賃
令
に
壮
門
川
人
し
な
レ
賃
金
の

へJ

て
ゐ
る

J
且
ソ
一
と
は
し
ぷ
給
孫
子
mfyめ
確
定
さ
れ
て
し
な
い

1f)x人法学lGO i2 22J ＇日［ 2川什日、



k

h川
J
ζ

ー
、
、

λ

乙
1
4
2
L
L

支
給
箱
、
か
確
心
し
て
い
る
ち
の
は

「山一パ当

3

－
て
い
る
の
で
、
午
体
制
と
毎
月
弘
い
部
分
；
、
日
抗
日
部
分
を
ι
討
し
て
予
約
午
停
♂
仰
が
確
り
に
し
て
い

Q
場
合
の
食
う
お
ヘ
刀
は

と
み
な
さ
！
れ
な
い

ヘ
m

l二
九

，

i
一
一
発
は
八
十
七
u
r
J

一
v
y

賃
金
を
ム
ス
弘
主
必
F
K
が
あ
る
。

上
記
「
告
ワ
」
に
該
当

L
江
い
、
し
に
が
っ

J11
賞
与
お
パ
げ
を
含
め
て
当
誇
縫
｛
ほ
し
ん
～
町
民
mh何
十
日
温
｛
一
に
の
系
淀

vrJて
布
川
胤

ι「
玄
円
に
は

力
刃
川
ナ
均
所
定
労
働
時
間
山
川
弘
、

E
っ
て
、
事
dk
常
一
け
場
合
、
べ
同
定
さ
れ
た
午
俸
制
制
り
分
り
を
己
り
に
お
け
る
刷
定
労
働
時
間
数
ヘ
月
に
よ
っ
亡
宍
な
る

で
ザ
↓
し
た
金
総
を
北
川
俗
語
と
し
た
割
桝
賃
金
の
TF
入
払
レ
を

一
rト
i
E
r

～↓」一一〉一勾
J

7
「

f
戸

μ
i
f
4
、
』
〆
円

民
し
、
就
来
規
則
で
d

止
め
ん
」
司
社
内
1
1
刀
法
に
よ
る
支
払
絞
で
は
不
足
す
る
と
、
さ
は
、
労
働
基
準
法
第
一
七
条
違
反
と
し
て
取

り
扱
う
一
と
と
す
る

ザ
ー
均
託
金
心
持
｛
じ
に
つ
い
て

（J
司
一
倒
恭
司
法
第
十

条

千
め
計
俸
紛
が
確
定
し

C
い
る

4
棲
i

制
に
お
け
る

T
均
主
人
命
の
仲
間
片
山
正
に
つ
い
と
は
、

上
記
治
｝
と
同
様
に
解
し
、
事
案
の
場

台
、
立
に
ノ
部
分
を
ふ
日
め
た
仏
停
ι績
の

i

A
分
一
り
一
を
一

↑
J
H心
立
ん
す
と
｛
二
、
平
均
賃
金

J九
三
界
ん
じ
す
る
も
（
り
で
あ
る
と
併
す
る
。

ノ偽決と干の司辺＼＿）

車
問
保
険
法
川
朱
同
羽
も
、
川
的
保
険
川
以
収
法
二
条
二
点
も
日
円
r
A
4
1
7
、
こ
の
出
件
に
お
い
て
『
賃
金
日
は
、
貫
主
、
お
科
、
壬
当
、

詰
っ
そ
の
他
主
体
の
い
ひ
ん
や
一
閃
わ
や
て
労
討
の
汁
M
Y
M
L
｝
）
て
半
岳
、
ム
ペ
JU力
仕
切
者
に
支
が
J
7も
の
（
通
定
以
外
の
も
の
で
支
μJ
ホ
れ
る
も
の
で

ふ
っ
勺
ご
、

u
f
j九
τ々
問
併
人
士
、
下
一
め
る
乾
凶
外
ケ
ー
の
人
Y
除
〈

J

）
を
い
こ
と
規
に
し
て
い
る

一
三
ぜ
た
｝
え
パ
川
、
賃
金
支
払
誌
－
以
己
石
本
羽
山
山
、
こ
の
ふ
弘
仲
に
口

v
て
百
人
L

L

一
花
、
労
働
件
前
半
μ

附
和

l
一
作
法
律
品
目

l
ーだ

リ
立
市
一
世
、
規
定
「
る
貫
主
を
？
、
っ
L

Y

定
め
て
い
る
）

r
i

三
か
汁
ま
た
は
ん
d

斗
リ
を
担
え
る
山
川
町
ご
と
に
い
又
仏
わ
れ
る
笥
主
に
J
R
t
ー
が
含
ま
れ
る
w

L

一よlu
規
定
l
、
日
一
、
さ
わ
に
い
に
仏
レ
も
♂
の
、

こ
れ
カ
ざ
ワ
ル
念
叫
に
互
い
七
、
わ
り
て
あ
γ

匂
、
工
江
k

J

う
ま
で
も
な
い
c
l
h
一
山
、
竹
内
ず
り
し
v

か
ど
パ
問
わ
ず
、
賃
金
J
M

日
一
り
よ
う
な
主
仏
関
判

（！メ人民半、 Gi ＇ス，314"9〔2什liJ." 



r日

に山同」ヨハ
ω
民
件
ν
C
J
／
清
人
せ
ば
、
そ
い
ハ
バ
だ
円
算

7
f礎
f
f
な↑
ω
賃
金
1

川
つ
除
外
、
。
わ
令
へ
は
八
了
♂
九

1

1

明
に
読
む
以
り
、
う
解
釈
す
る
一
三
b

川惜し）

K
L
｝
了
ロ
ヰ
〕
ぐ
」

7
2

佐
日
保
定
法
二
九
人
円
丘
一
引
い

λ

び
ム
ト
こ
い
も
、
同
帳
、
し
｛
告
白
規
定
v
刀
存
芥
γ
る
な
日
、
健
皮
保
積
法
一
条
比
一
向
山
川
U

1
こ
の
法
律
に
J

て

三日仏
U

』
こ
は
、
一

zv、
給
料
、
？
当
、
吉
r
J
T
より山
1
1
1

、
か
と
る
包
祢
ロ
あ
る
か
か
一
山
町
わ
ず
、

U
市
万
円
関
与
す
で
労
働
わ
け
吋
十
一
ノ
－

ν
て
受
け
F
F
d

づ
＼
、
の
も
わ
引
い
う
）
に
だ
し
、
一
月
を
超
え
J
Q
切
出
ご
f

一
子
一
主
け
る
よ
の
は
、

J
の
照
り
で
な
い
」
、

U
E
め
と
い
る
戸
、
ー
の
門
百
九
J

つ

も
り
カ
る

F

主
に
、
肝
一
札
は
け
恒
位
向
｛

F
J仏
J

羊
〉
こ
万
八
町
一
一
？
匂
規
定
て
ゐ
る

F
U
V

た
｝
え
パ
υ
、
回
パ
ツ
L
l

九
九
一
保
険
凶
一
八
仇
ぷ
一
一
羽
山
町

1

保
険
料
相
1
h

、
保
不
出
明
日
仏
間
投
ひ
樗
中
宮
ワ
簡
に

E
れ
を
れ
以
険
料
今
一
十
を
呆
？

J

て

戸
げ
に
川
町
べ
と
↓
じ
る
一
と
｛
広
ぬ
て
屯
一
令

（G
｝［八向怖い

γず
は
－
戦
時
お
い
可
能
－
ZA

川
江
守
的
読
ん
打
、
池
山
ト
f
I

八
イ
」
（
＼
二
一
J

ニ山
H
＼
な
お
、
し
さ
守
は
大

ι七
と
？
一
五
、
の
以
L

弓
務

同
怖
い
怜
徒
、
和
歌
山
諮
問
凶
作
品
ー
い
一
云
等
を
1

噌
仔
「

＝
：
ぉ
一
リ
y、
民
会
統
制
〈
下
五
去
は
、
一
向
剖
可
、

IUγ
牛
大
凶
p
v
ヘ
ハ
也
ん
長
官
ハ
川
、
ハ
ρ
ノ
む
ム
ル
γ

町
一
紋
日
ぶ
は
竹
川
伸
一
、
労
陶
芸
ノ
初
給
民
会
出
｛
ほ
ム
凡

ン
ド

j

得
と
定
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
引
で
「
卓
宗
主
未
峰
山
円
以
M
悦
背
車
一
へ
y
h
y
H
J
1
r

；
日
叩
令
ヲ
幻
）
ア
完
ム
ル
期
間
司
別
思
ノ
規
定

依
ル
初
PV賃
金
一
忠
弘
じ
貫
主
ヲ
ム
ん

J

仏
ブ
ベ
ン
伺
い
ン
ム
川
内
一
別
段
ノ
定
ア
ル
rv一八

7
Y
ノ
院
一
存
ブ
ズ
」
、
一
足
京
L
、い
F

人

な
お
、
以
i
、
戦
而
…
い
い
江
律
お
よ
び
ね
ヘ
い
の
引
市
川
は
、
い
わ
ゆ
る
仰
い
行
む
区
本
ト
ヘ
E
V
川白人山吉川師『

J

h
ケル

7

b

f
ワ
↓
戸
時
「
同

v
m
会

凶
古
V
I川
口
木
去
ん
京
引
」
幻
廃
止
法
八
ー
か
ら
y
ク
セ
ス
円
詑
一
に

I
る
ぐ
た
口
一
、
省
4

一
以
添
え
隊
内
け
さ
刀
能
汚
川
む
明
一
ど
か
吉
め
、

条
リ
人
け
の
市
！
日
間
内
j

は
附
J

打

H
L
一I
レ
に
足
代
十
ト
に
い
を
め
h
j
v

ぺ

8
F

労
働
筈
栴

uw的
わ
け
政
m
工
品
川
市
在
～
労
働
清
古
川
間
ヘ
ペ
間
引
ニ
〈
牛
）
七
七
一
コ
月
以
下
川
収

（
八
白
一
附
利
一
四
L
～

h
パ
一
六
江
」
ト
ハ
M

H

h

H

に
ー
ロ
J

ノ
ソ
ば
ド
ラ
ン
ド
二
侵
攻
仁
、
同
行
い
に
は
、
／
fν

ト
川
ス
、
プ
一
司
ノ
J

ス
の
山
問
、

ν

ト
ー
ゾ
に
吉
戦
Uγ

布
告
／
枚
川
川
副
一
一
川
氏
は
当
守
の
咋
お
－

一川
JV

九
・
一
ヘ
ス
サ
ん
下
士
陪
占
状

3
G内
航
へ
予
に
は
、
賃
士
院
川
川
措
人
古
人
μ
お
よ
び
後
に
人
る
会
刊
紙
三
拾
し
斗
昨
陥
れ
吋
い
村
山
岳
へ
P
の
ほ
ふ
、
日
JHr
主

社
制
ん
で
お
一
J

び
地
代
家
団
「
J
W
M川
入
が
ん
が
三
れ
と
い
二

J

（日｝

H
げ
f
デ
省
労
股
局
同
只
〈
J

V

胤
吋
措
置
ノ
V
に
此
夕
、
－

5
リfJ
一
句
、
店

F
叫
と
十
一
一
一
以
下
川
1

一
三
）
清
一
次
れ
六
九
続
制
r
↓
心
州
安
に
7
1
v
：
は
、
計
指

u
リ
ガ
白
日
政
主
治
詩
人
〈
い
一
古
川
口
十
小
沢
ノ
向
。

J、
円問
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ノ偽決と干の司辺＼＿）

五
一
原
牛
若
州
労
働
ロ
月
一
一
一
只
九
山
任
制
令
解
司
～
号
川
バ
官
、
一
山
一
山
山
万
円
ヰ

J

山一〉白川刀
h
l

汗
以

九
三
ム
古
代
経
川
也
統
叫
ん
い
｛
川
収
支
に
つ
い
て
刊
郎
、
橋
井
司
♂
（
有
ア
し
省
ぺ
J

単
一
院
允
訓
ロ
R
V

小
佐
川
忠
男
ぺ
句
L
宇
符

E
L宍
善
一
洋
併
人
「
社
併
理

杭
引
人
P
一
r
E
1
4
H院
、
閉
山
一
小
一
六
作
十
一
ほ
か
守
主
昨
J

ぺ
「
む
た
だ
L
、
H
日
常
的
な
述
内
か
ら
人

l
ヴ
ウ
ヘ
刊
の
通
用
を
除
外
さ
れ
て
い
た
パ
佐
食
料
品
に
つ
い
て
は
、
司
令
の
有
古
品
川
向
山
も
伯
ー
が
り

や
」
続
日
？
J

ヘ
五
%
よ

IJ汁
と
い
～
っ
た
敗
1
℃
ら
っ
て
ス
ド
プ
ヘ
一

J
4
に
包
’
P
心
方
ば
止
つ
～
心
に
、
物
四
国
は
ピ
？

J

＼

ブ

Q
L
Y
4
ふ
刀

仁
川
り
な
勺
一
と
い
つ
に
九
出
も
、
事
た
で
」
か
ら
「
い
寄
せ
汁
一
ヤ
T
K
L
～

m

で
わ
る
h

l

A

、
橋
氏
！
大
一
以
μ
J
U労
偽
U
J口
令
河
一
一
長
二
賃
、
二
府
刻
八
ヱ
ノ

併
説
同
誌
研
究
ら
村
山
口
九
人
中
法
制
／
μ

へ
い
寸
将
軍
税
制
令
都
説
一
昭
阿
川
と
い
と
一
コ
円
引
下
川
収
一
川
川
川
町
民
間

ERH）
を
点
ノ
日
（

長
一
竺
人
す
の
｛
正
義
規
定
ば
、
附
刊
↓
午
日
一
同
〕
に
労
務
法
制
帯

J

託
委
員
ん
1
2
川
C
E
H
l↓にパ刊にい八
l

申
し
た
り
勺
鈎
烹
準
法
牛
来
」
に

も
含
ま
れ
L
し
な

h

J

F

J

～

ζ

れ
が
片
山
一
芸
に
登
場
す
る
の
は
、
い
い
い
科
内
の
持
止
志
一
、
日
↓
昨
二
二
午
け
（
円
一
川
目
立
；
た
る
「
泌
パ
川
早
編
集

代
友
ヨ
本
止
法
資
判
一
人
ム
作
来
日
好
尚
早
泳
法
［
日
刊
江
南
）
山
川
一
↑
F
A川
打
、
半
成
九
八
れ
と
立
去
H
u
t
参
照
ょ

一
口
一
主
務
吉
一
法
人
い
F

A

ふ
K
品
川
、
～
／
ス
テ
ム
一
戸
一
一
る

v

（
お
｝
た
だ
し
、
十
戸
J
J
H

同
日
カ
何
ら
の
ア
立
花
、
」
？
に
～
使
閉
さ
れ
司
令
｝
こ
は
比
比
三
L
母
し
ノ
な
J

j

こ
え
ば
、
労
働
組
什
一
に
つ
い
て
も

万
的
史
的
本
仰
は
へ
ム
パ
引
分
割
に
什
よ
労

md約
の
承
継
生
？
閉
す
る
法
山
川
市
）
ぷ
九
点
の
と
ノ
に
一
労
働
叫
叫
ん
2
U
－
刊
川
和
一
問
弁
I
I持

第

じ
口
工
ハ
パ
門
d

〉
出
二
条
い
い
V

ナ
働
組
人
口
等
ν

、
、
れ
れ
一
｛
↓
℃
点
す
〈

J

も
心
は
、
在
（
2
二
、
八
戸
一
見
ふ
一
同
一
也
、
一
く
ヂ
殺
に
こ
ま
〆
て
し
る

一四
J

な

ぺ

1
1本
官
、
円
い
一
日
州
市
ぺ
省
方
尚
喜
不
同
時
げ
川
智
課
長
）

d
q
M
W
M
情
V
I
E
d－
法
制
川
説
一
時
半
一
畑
中
布
川
村
、
昭
和
一

r

、
七
十
江
開
山
k

、
貸
主

主
労
例
年
準
法
主
？
？
一
名
杭
の
如
何
主
同

h
f、
J
d
的
の
い
川
灯
、
こ
し
ご
伎
見

ι古、
J

バ
泊
者
？
乙
払
う
す
べ
k

の
ふ
一
ど
え
疋
設
し
た
こ
、
一

に
問
返
し
て
一
給
師
、
打
ノ
一
日
品
の
喫
邪
注
代
が
一
間
の
山
尚
氏
に

Jrt
一
ー
が
首
全
な
〕
や
ど
山

J

践
に
d

志
向
。
ニ
ノ
一
は
i

一7
常
に
団
町
一
で
あ
っ
に
ζ

ジー

事
じ
ん
を
肯
摘
与
一
ノ
ム
旬
、
て
た
、
三
円
で
あ
れ
ば
、
賃
金
む
忠
則
に
定
託
寸
る
必
要
は
な
》
コ
一
、
｝
い
う
ミ
と
も
で
長
じ
よ
）
ド

一mr
J
P

工
場
伐
と
は
い
町
枝
問
係
に
L

主
令
市
桁
法
一
定
布
一
午

q
一
ハ
口
斗
片
山
伴
内
川
八
日
よ
～
～
も
、
一
買
今
…
一
に
口
及
し
1

〕規
J

疋
は
な
か
っ
に

F

一乱
V
4
A
H府へ
Z
Y該
5
ず
る
も
り
し
？
）
7

＼

L
場
法
凶
行
へ

Z
t山山

1

拡ア
L
P

阜
ヘ
ド
ペ
併
一
区
一
一
と
忠
一
一
J

る
第
一
一
一
世
が
設
け
ム
れ
て
い
た

J

ヘ
り
？
と
だ
し
、

I
湯
川
山
施
行
令
片
山
定
め
る
レ
「
初
れ
扶
助
什
立
山
、

ιτ
の
担
ハ
ヒ
山
内
る
一
J
7
円
、
か
な
η
限
定
的
な
ふ
の

C
あ
っ
た
ロ

第
一
八
条
岐
一
療
キ
一
f

為
力
作
刊
二
山
川
ス
ル
コ
ト
的
ハ
サ
ル
尽
J

笥
主
ヲ
三
夕
刊

ψ
1キ
川
字
、
一
ハ
時
一
／
吟
主
什
一

H
一
刊
行
口
合
二
分
ノ

以
上
ノ
孔
小
川
判
ヲ
支
給
ス
ヘ
「
ン
位
、
ン
斗
ハ
ノ
支
給
什
続
4

一
い
月
以
一
－
渉
汁
タ
ァ
、
土
ハ
孔
ハ
ノ
依
ノ
支
給
制
ァ
笠
全
二
分
ノ
人
～
↓
は
ス
ル
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r日

ゴ

l
ヲ
R
d

守

主

イ

メ

第
七
条
戟
工
ノ
負
傷
J
八
八
侠
t
M
別
ム
山
崎
ン
タ
ル
時
一
一
片
r
左
ノ
忽

5
ノ

ク
ル

μ号
一
依
り
扶
山
川
町
ヲ
丈
給
ス
〈
～
ン

終
J

身
土
用
ヲ
汁
ス
ル
コ
ト
レ
「
ハ
ハ
ム
リ
モ
ノ
白
金
f
J
七
i
日
分
以
上

終
身
、
川
務
一
服
ス
凡
」
h

能
パ
H
ル
乙
一
打
司
会
fU
立
l

分
以
ム

二
淀
、
ノ
w
万
九
持
一
一
報
ス
バ
コ
ト
能
ノ
け
ポ
ル
モ
／
、
健

j

一
七
一
’
保
ス
ル
コ
ト
怯
ノ
ザ
ル
モ
J

、
ザ
ヘ
ノ
い
ノ
外
視
－
一
成
痕
ワ
一
代
ン
タ
ル
モ
f

〈
工
」
己
一
Y
N
U
j

戸
身
体
ヲ
M
M
r
J
出
一
役
ス
ル
コ
ト
検
J

ス
ト
出
引
続
え
仕
入
米
ノ
，
U
治
二
勾
ノ
、
ル
コ
ト
弓
刊
明
日
ふ
／
店
主
一
一
十
H
f
d
いね
l

摂
八
条
誠
一
死
竹
ン
タ
ル

l
キ
ハ
一

4
z
k
f

ハ
退
院
一
日
金
1
1

口仁

i
日
分
以
上
ノ
沼
校
以
前
科
コ
ワ
ぇ
約
ス
＼
シ

第
＋
四
条
第

μ
染
ノ
荒
山
吉
一
依
川
扶
助
7
主
ヴ
ル
取
I
社
長
閥
的
役
一
午
7

h一
通
ス
凡
ぶ
負
傷
f
人ハ

ikt制ム口出川
J

サ
ル
ド
ゴ
、
ノ
業
下
、
任
問
一

主ドビ
u

口
リ
以
i

状
同
ド
ァ
支
給
シ
主
後
ド
申
F

規
定
一
円
以
礼
扶
助
ヲ
為
怜
ザ
ル
ー
ト
ロ
ヰ

広
三
当
ぷ
い
胤
走
中
交
げ
、

Nm
疋
を
人
た
も
の
r小
、
仙
人
技
山
ヘ
下
「
十
三
十
七

4

H

一
同
社
令
第
一
八
号
、
引
一
八
r

一
「
ず
己
治
’
’
）
て

あ
わ
、
い
れ
廿
は
7

て
の
ん
来
て
扶
同
人
ム
M
U
Y
出
作
ノ
出
準
々
パ
崎
「
え
ノ
和
三
宅
ム
ル
方
法
一
一
悶
～
ン
ァ
ノ
川
市
川
法
泊
汀
勺
市
十
川
ノ
た
第
守
及
第
可
J

／
規
定
口
ノ
注
肝
ス
一
（
攻
乙
一
叫
｛
↓
℃
す
る
こ
1

乙
に
、
c

J

J

I

」

万
三
夜
お
、
到
来
J
ペ
（
町
山
ー
ヘ
イ
？
一
月
八
戸

fc刊
十
一
治
問
力
月
一
一
七
寸
条
JV
」M
K
拠
1

」
一
る
、
拡

H
4一ι千
万
円
白
ヒ
ペ
吋
家
ル

L

I

一
泣
ト
ト
八
万
役
状
助
記
則

も
、
工
場
訟
他
行
な
に
扶
防
規
定
？
と
ほ
ば

F
終
日
口
比
闘
を
ー
一
J

ど
る
ニ
と
に
以
〔
三
制
定
一
v
コ
初
心
同
地
兆
六
止
立
午
八
円
二
日
出
歯
持
山
岳
へ
官

民
可
一
、
お
よ
び
7

こ
の
改
日
規
川
｛
K
R
E
A
V
一
、
日
一
川
川
一
刈
筋
書
令
第
七
日
に
つ
い
♂
は
、
右
廷
持
制
可

ν…
世
保
夜
凶
一
一
誌
山
日

法
八
一
最
（
内
側
h

p

～
附
刊
f

ハ
江
」
同
二
円
、
ι
1
h
n
I
R以
卜
川
以
の
も
の
を
た
ι一同「

へ
お
）
前
向
司
辺
倒
保
護
一
仏
出
恰
じ
法
へ
μ
民
ヘ
川
崎
削
）
づ
こ
一

HJ
以
h
i
Z
ハパ帆「

な
一
山
、
ど
の
役
、
仁
場
ム
い
や
鉱
業
抗
心
M
M
h
ト

2
汁
な
い

l
不
法
茶
、
父
通
三
輪
州
市
寸
心
中
之
を
刈
ι
主
と
し
て
制
定
さ
れ
に
り
ん
心
的
背
え
辛
口
、
助

法
拙

h
ムT
f

昭
和
ハ
午

H
ヒ
ー
ィ
勅
パ
ー
第
六

K
号、

N
r
4
k
年
月
純
一
一
ブ
一

μ
条
点
目
門
J

お
よ
れ
、
内
出
に
主
、

d
J
4
持

心

境

k
i
n／h
リ
ヘ
ロ
一
九
条
忠
二
円
七
お
工
ペ
ム
一
場
以
佑
行
却
市
叫
去
の
と
司
坊
の
fuめ
が
戸
か
れ
る

h

〕
）
に
立
っ
た
〕

一
、
お
）
て
と
ス
ん
じ
、
制
，
疋
小
当
初
心
挺
康
医
防
法
は
、
ら
の
こ
し
y

ど
去
、
－
て
、
宗
務
外
と
業
務
十
ヘ
川
L
K
荊
負
払
m
t
R
Mい
い
ず
に
、
被
保
険
者
ノ

一
一
一
川
一
ス
ル
一
門
口
l

ノι

－
体
障
害
ヲ
存
ス
ル
ド
h

ハ
工
京
、
＋
↓
ハ
f
一
括

J、
円問

賃
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牛、

J
h
J
J
負
認
一
出
ン
一
ア
汁
情
交
／
給
付
ヲ
み
え
一
へ
［
山
一
条

λ

？ι」
明
｛
ど
し
て
L
にハ

み－
J

た
だ
て
健
康
保
険
庁
、
に
コ
こ
よ
い
品
b
F斤
司
誌
が
ん
よ
い
図
的
行
さ
れ
た

η
は
、
明
、
凶
相
二
q

U

H

a

円
、
ピ
」
で
あ
コ
L
h
l
J

一泊
F

な
日
、
町
一
行
健
康
相
可
決
法
J
O

杭
以
前

v
R
v
h作
十
？
月
日
正
に
間
目
さ
れ
る
事
会
所
～
一
、
o
v
て
い
日
前
一
月
間
一
端
、
に
之
け
た
主
酬

の
？
私
自
γ

〈
？
ど
の
日
九
日
ヘ
ザ
凡
弘
r
L
除
工
、
月
J

に
訊
J

今
一
報
酬
ロ
日
叫
ニ

L
て
、
京
地
〕
報
酬
μ
月
前
を
決
定
す
一
三
川
条
項
♂
一
「
に
上
で
、
標
得

報
叫
釘
を
「
標
軍
部
山
川
月
初
心
一

l
止
の
一
に
相
4
j
f
J
A
V
4
拍
」
へ
九
凡
荒
一
一
瓜
一
l

乙
で
め
て
い
る

一泊、

Z

J十

JJ
な
か
に
は
、
心
品
店
旨
全
日
給
ま

A

は
片
町
内
如
ハ
常
パ
U
V
N

低
い
ふ
甘
心
抗
y
d
m
川
定
！
こ
誤
…
恥
す
る
む
刊
行
u
h
y
午
、
な
し
戸
、
ぞ
れ
は
給
付

基
礎
簡
の
い
山
肌
一
い
弘
一
労
働
者
丸
f
門
補
償
係
険
法
ヘ
長
二
尻
）
と
の
い
況
同
に
よ
る
忘
幻
乙
い
ペ
て
よ
い

F

ヘ
知
一
一
守
本
e
U
4

拘」一

t
九j

一

Jο
目
、
阿
古
は
ご
れ
に
続
け
て
一
之
は
T
L
込
山
川
場
ん
れ
も
同
じ
で
あ
つ
う
に

ζ

ず
る
い

A

ぺ
こ
の
桁
摘
ペ
ー
改
正

持
出
品
行
〈
ロ
ム
ハ
ム
ペ
～
反
サ
の
規
定
、
ゲ
一
八
七
一
七
三
に
回
ト
い
二
も
の
で
の
る
こ
ζ

はい
1
、
ま
で
も
な
い

一
、
紅
）
日
小
川
、

vv笥
玄
一
h
f
J
、
一
ハ
来
に
定
め
る
休
菜
子
半
川
つ
い
て
も
、
同
条
に
し
ろ
「
休
業
期
間
一
」
に
は
川
r
疋
休
い
以
下
主
主
れ
「
、
川
定
休
1

に
勺
い
乙
は
一
体
主
子
ー
か
支
給
－
3

る
禿
同
仰
は
牛
じ
な
い
一
（
山
川
和
一
戸

4
＝
月
（

H
基
収
信
仰
一
二
一
）
刊
で
と
僻
さ
れ
ず
に
い
る
一
こ
の
円

に
お
い
、
再
莞
凶
山
町
山
刀
人
一
杭
：
ρ

そ
の
対
象
ノ
一
な
る
J

叶
法
七
一
、
条
の
札
ハ
ヘ
人
情
的
ノ
一
同
県
な
る
」
こ
乙
川
ら
、

r

均
員
会
で
は
な
く

休
業
が
戸
J

川
同
半
件
乙
な
る
こ
〉
も
川
間
索
！
日
、
一
由
常
の
J
d
倒ーし山山
r
ん
け
が
制
J
J

的
空
ム
ホ
」
h
J

ベ
ス
と
す
る
J

川
、
り
に
、
こ
れ
今
一
宮
山
J
h
w

こ
、
－
が

望
ま
1
υ

レ

こ
れ
士
JV
に

v
xば、

h
J
R
ヘ
パ
〆
所
定
労
悦
口
数
日
一
二
一
八
）
川
と
ん
い
っ

f
J
匂刊ノ叶仏に
3

い
て
は
、

H
f
…判明
r
t
r

お
し
り
に
休
業
手
5
U
糊

L

ど
副
件
「
る
乙
、

i
〕

L
4
1

＋
一
円
、
し
そ
の
泊
は

e

一
一
常
の
J
d
倒
ー
ー
の
安
全
（
υ
同
訓
t
R
N山～

L
h
z
u
コ
な
い
の
で
あ
る

少
～
だ
、
羽
行
法
と
別
民
党
乙
ー
す
る
限
り
、
次
の
一
寸
7
に
み
ヘ
ブ
匂
最
高
い
枝
川
仇
は
、
市
山
ヴ
千
当
心
鮪
釈
を
い
は
つ
ヒ
む
の
日
一
い
わ
、
ご
る
げ
し
一
作
ご
ろ
い
“

労
慌
V
れ
が
間
用
者
に
刈

Jm出
別
問
一
h
の
へ
王
街
弘
、
八
よ
訂
正
枠
や
ノ
ミ
コ
る
し
司
院
に
制
昨
夜
知
町
一
内
に
得
～
利
ハ
γ
十
」
港
反
」
ヘ
キ
一
＋
牝
務
か
れ
（
っ
て

い
る
詩
人
介
て
間
河
者
が
J

力
偽
昔
ァ
コ
均
賃
九
リ
の
六
制
以
上
の
安
八
十
ど
又
日
仏
む
な
円
、
れ
ほ

3
ら
な
v

こ
唱
う
こ
と
は
、

f
u
c決
涜

f
続
V
J
間
距

八
丈
？
し
め
れ
ν

た
め
慌
疋
刊
封
U
舶
を
予
の
告
示
γ
頼
う
コ
花
氏
叫
し
、
1

る
こ
と
〆
一
言
同
店
ー
と
し
て
、
そ
の
控
除
U
限
度
ど
、
特
約
た
う
i

町
民
れ
い
ギ
ヨ
買
企

（
け
川
割
作
て
は
ζ

L

7
る
が
、
そ
れ
い
μ

「
は
詐
さ
げ
怖
い
、
し
ら
ん
も
の
、
、
」
が
す
7

匂
の
や
相
当
一
」
る
」
ヘ
坑
民
軍
山
同
臼
隊
事
ω
f
H

最
一
小
判

一…”一氏三こ
F

斗
7
1
4

汀
二
一

d
l川
氏
集
一
ハ
九
L

八
卦

J

一
ハ
戸
六
｛
H
J
F
へ

こ
ろ

L

～
判
例
｛

Vf
場
は
、

pcm一
段
の
判
決
に
お
J

て
も

ノ偽決と干の司辺＼＿）

買
う
て
い
外
山
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